
◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 皆さん、おはようございます。 

 出席議員も定足数に達しておりますので、直ちに本

日の会議を開きます。 

 この際申し上げます。尾花沢市ボランティア連絡協

議会より、議場内の撮影、許可願がありますので、議

長において許可いたします。 

 本日の会議は、議事日程第４号によって進めます。 

 日程第１、一般質問を行います。発言通告のあった

議員は、１番 菅野修一議員、２番 星川薫議員、４

番 安井一義議員、７番 青野隆一議員、８番 鈴木

由美子議員、10番 小関英子議員、11番 塩原未知子

議員、12番 伊藤浩議員、14番 鈴木清議員、以上の

９名であります。 

 発言の順序は、議長より指名いたします。なお、質

問、答弁を含め、１議員１時間の持ち時間制となりま

すので、議員の質問に対する当局側の答弁は、質問者

の時間制約もありますので、ご協力をお願いいたしま

す。 

 まず、８番 鈴木由美子議員の発言を許します。鈴

木由美子議員。 

〔８番 鈴木由美子 議員 登壇〕 

◎８番（鈴 木 由美子 議員） 

 おはようございます。12月定例会一般質問の前に、

少しお話をさせてください。最近テレビや新聞などで

ＳＤＧｓという言葉を、以前よりよく耳にするように

なりました。ＳＤＧｓとは、サスティナブル・ディベ

ロップメント・ゴールズ、直訳すると、持続可能な開

発目標と言い、17目標、169のターゲット、具体的目

標で構成されております。これは2015年９月の国連総

会で採択され、国連加盟国193ヵ国が、2016年から

2030年の15年間で達成する行動計画です。山形県にお

きましても、今年８月６日に県内大学や新聞社とＳＤ

Ｇｓの推進に向けた共同宣言が出されました。ＳＤＧ

ｓの理念の普及と実践を拡大し、オール山形のパート

ナーシップで、県民誰もが真の豊かさと、幸せを実感

できる山形県を目指すスタートとするもので、その宣

言以降、県内でも関心が高まってきているようです。

本市におきましても、同じように多くの人が意識や関

心を高め、身近なことから行動に移す時ではないかと

思います。 

 では具体的な質問に移らせていただきたいと思いま

す。大きく３項目ございます。 

 最初に持続可能な尾花沢であるためのＳＤＧｓにつ

いてですが、持続可能な開発目標と、本市の第７次総

合振興計画の目標年度は同じ2030年度であることから、

連動された取り組みが必要であると考えますが、いか

がでしょうか。 

 基本構想にどう結び付け、どのように政策に反映さ

せていくのでしょうか。 

 人口減少が急速に進む中、自治体の存続をかけた取

り組みを真剣に考えなければならないと思います。Ｓ

ＤＧｓをとおして、市民と行政、企業が共通理解を深

めるための官民一体の取り組みも必要ではないでしょ

うか。 

 公民館活動や市民が集まるさまざまな場面で、あら

ゆる世代にカードゲームなどを利用し、考え方を分か

りやすく伝え、情報交換の場を作るのはどうでしょう

か。 

 ＳＤＧｓの項目を活用した広い視野で、関係課がほ

かにないか検討し、事業展開することについて、どう

お考えでしょうか。 

 続いて、ブックスタート事業をさらに前進させるた

めについてです。本市では、出産祝品の中の１つに絵

本があります。単にお渡しするのではなく、７ヵ月健

診時に、市民ボランティアの方々が絵本の読み聞かせ

を実践し、０歳児からの絵本の読み聞かせの意義を伝

えていただいております。ブックスタートは、新しい

家族を迎えたご家族の未来を応援する、官民一体とな

ったすばらしい取り組みだと思います。子育て日本一

を掲げる本市においては、少子化対策とともに、子育

ての不安解消や心豊かな尾花沢市民を育てることも求

められております。来年で10周年を迎えるこの重要な

事業を、さらに確立したものにするために、これまで

の各課協力体制を維持発展させながら、出産祝いとは

別の予算で将来にわたる事業展開を望みますが、いか

がでしょうか。 

 続きまして、３項目目の徳良湖東側の整備について

です。徳良湖周辺整備マスタープランの第２回徳良湖

の未来を考えるワークショップでは、基幹集落センタ

ーの周辺をきれいにしてほしい、基幹集落センターと

徳良湖自然研修センターの利用が少ないと思う、夕日

や冬の景色をバックにしたステージがほしい、などの

意見が出されておりますが、維持管理を含めた徳良湖

東側整備の進捗状況と、今後の方向性をお聞きしたい

と思います。 

 また老朽化した自然景観眺望施設について、危険で

はないか、補修工事完了後の姿が景観にそぐわないの

ではないかとのお声もあります。コロナ禍で屋外ステ

ージの活用が見直され、自然の中で活動して心を満た



す団体も増えてきました。今後の維持管理も含めて、

安全なステージの存続を望みますが、お考えはどのよ

うでしょうか。 

 以上ですが、再質問は自席にて行わせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 おはようございます。鈴木由美子議員から、大きく

３問のご質問をいただきました。随時お答えしてまい

りますけれども、その前にお知らせを申し上げます。 

 12月９日、昨日ですけれども、徳良湖のこれまで水

を出していたわけでございますけれども、昨日の夕方

５時の段階で満水になったということをお知らせ申し

上げます。加えて、鈴木憲和衆議院議員から、特交の

12月分の交付金が、額が決まったという連絡が入りま

した。１億3,364万7,000円入ったというふうなご報告

でございました。少々時間いただきまして申し訳ござ

いません。 

 まず、持続可能な尾花沢であるためのＳＤＧｓにつ

いてお答えします。 

 ＳＤＧｓとは、サスティナブル・デベロップメン

ト・ゴールズ、日本語訳では、持続可能な開発目標の

略称ですが、2015年９月の国連サミットの中で決定さ

れた2016年から2030年までの国際社会共通の目標であ

り、誰ひとり取り残さない社会を実現するため、先進

国と途上国が一丸となって達成すべき目標で構成され

ています。具体的には、貧困や飢餓といった問題から、

働きがいや経済成長、気候変動にいたるまで、世界が

抱える課題を包括的に17の目標として設定し、さらに

目標ごとに169項目の具体的な達成基準が定められて

います。 

 本市では現在、現行の総合振興計画や個別計画に基

づきまちづくりを進めていますが、これまでもＳＤＧ

ｓの理念は、本市が策定している各計画と密接に関連

しているものと考えています。例えば、「すべての人

に健康と福祉を」という目標は、誰もが健康に暮らせ

ることを目指すために策定された「健康おばね21」の

基本理念「生涯元気！いのちの躍動を感じるまちづく

り」に通じるものと捉えています。 

 さて、本市では現在、第７次総合振興計画を策定中

ですが、国が策定した持続可能な開発目標実施指針で

は、各自治体の計画策定や改訂の際にはＳＤＧｓの理

念を最大限反映させることと奨励されています。次期

総合振興計画においても、当然、ＳＤＧｓの理念を取

り入れた計画となるよう、現在全庁をあげて策定に取

り組んでいます。 

 議員からは、基本構想などにどのように反映させて

いくのかということですが、例えば、政策の柱１の

「産業振興」では、「貧困をなくそう」や「働きがい

も経済成長も」などの目標と関連した取り組みであり、

政策の柱２の「子育て・教育」では、「すべての人に

健康と福祉を」や「質の高い教育をみんなに」などの

目標と連動した取り組みになると考えています。基本

構想及び基本計画を検討するにあたっては、こうした

理念を念頭に置きながら、将来にわたって持続的に発

展できる尾花沢を実現させるためにはどんなことに取

り組めばいいのか、引き続き検討し、実効性のある分

かりやすい計画策定に努めてまいります。 

 次にＳＤＧｓの普及についてです。ＳＤＧｓは、世

界各国の政府が主体となって取り組む国際的な目標で

はありますが、現代社会においては、グローバルとロ

ーカルは密接に関連しております。未来に向けてサス

ティナブルな世界を築いていくためには、私たち一人

ひとりの行動や取り組みの積み重ねが不可欠です。こ

のようなことから、2030年までに目標を達成するため

には、国や地方自治体だけでなく、関係団体や企業、

そして私たち一人ひとりも主体的に取り組んでいかな

ければなりません。そのためには、ＳＤＧｓの理念や

取り組み方を市民にも理解していただきながら、共通

認識を深めていく必要があると考えております。 

 先日、市役所を会場に、「山形版ＳＤＧｓシミュレ

ーションカードゲーム」をとおして、その理念を学ぶ

ための研修会を、市内民間企業と共同で開催しました。

山形版のゲームは、例えば「花笠まつりで踊る」のカ

ードを選ぶと経験のポイントが３ポイント増加します。

一方で、県内外からたくさんの観光客が訪れることに

よりゴミが増える恐れがあることから、環境保全のポ

イントが２ポイント減少します。こうしたことを繰り

返すことで、自分の行動が地域内の環境や経済の変化

にどう結び付くかを体験することができ、ゲームが持

つ楽しさや手軽さで、知らず知らずのうちに熱中しな

がらＳＤＧｓを理解することができます。研修会では、

参加者が意見を出し合いながら、環境保全や地域経済

との関わりを考えることで、ＳＤＧｓの理念は遠い世

界のことではなく、私たちの身近なところからつなが

っていることを体感したようです。 

 ご提案のＳＤＧｓカードゲームを用いた広報活動は、

ＳＤＧｓを自分ごととして捉え、理解を深めるために



有効な方法の１つであると思います。小、中学校では

学級活動などでＳＤＧｓについて指導する場面があり

ますが、市民へはカードゲームの活用や市報等による

周知など、さまざまな機会を捉えて広報活動に取り組

み、市民との共通理解を深めてまいります。 

 次に、ＳＤＧｓの項目を活用した事業展開について

お答えします。 

 現在、さまざまな事業を展開する際には、関係課が

参集する調整会議を設け、情報や課題の共有に努め、

担当課だけでなく複数の課で連携しながら取り組んで

おります。また、第７次総合振興計画の策定にあたっ

ても、課や施策の横のつながりを大切にしながら検討

を進めているところです。 

 このように各課の連携を図りながら、次期振興計画

では、施策の分野とＳＤＧｓの「17の目標」がどのよ

うに関連するのか視覚的に分かる構成にしたいと考え

ております。 

 ブックスタート事業についてお答えいたします。本

市では、絵本を介して、親子がふれあい楽しいひと時

をともにするきっかけづくりとして、平成24年11月か

ら毎月７ヵ月児健康相談の際に、家族や赤ちゃんの幸

せを願い、出産祝品として絵本を贈呈しています。核

家族や共働き家庭が増え、子どもとのふれあい時間が

確保しにくい中、絵本の読み聞かせは、いつでもどこ

でも、ほんの少しの時間でも、子どもと向き合うこと

ができます。まだ言葉が話せない赤ちゃんや、小さな

お子さんにとって、お父さんやお母さんに抱っこされ、

絵本を読んでもらうことは、親子のふれあいから愛情

を育む大切な時間であり、その後の子どもの健やかな

心の成長に大きく影響すると言われています。また、

初めての子育てで不安に思っているお母さん方にとっ

ても、市民ボランティアの皆さんの読み聞かせは、癒

される楽しいひと時となっているようです。 

 さらに、ブックスタート事業に加え、絵本の読み聞

かせの大切さをより多くの方に知っていただくために、

健診時に保健師が読み聞かせを行う取り組みも行って

おります。 

 鈴木議員からは、出産祝品とは別の予算で将来にわ

たる事業展開をとのご提案ですが、ブックスタート事

業をさらに充実させていくためには、出産祝品とブッ

クスタート事業をどのような形で支援すれば良いのか、

また、どのような予算配分が皆さんに喜んでいただけ

るのか、新年度の予算編成の中でしっかりと検討して

まいります。 

 ブックスタートは、子育て支援日本一を目指す本市

において、経済的な支援だけでなく、健やかな心の成

長を支援する大変重要な事業と捉えておりますので、

今後も市民ボランティアの皆さんにご協力をいただき

ながら事業の継続とともに、さまざまな機会をとおし

て、絵本の読み聞かせの大切さを周知してまいります。 

 次に維持管理を含めた徳良湖東側整備の進捗状況に

ついてお答えします。徳良湖東側の整備については、

徳良湖マスタープランに基づき、自然研修センターの

リニューアルとして、壁や廊下等の改修とトイレの洋

式化を実施しております。 

 今後の計画については「サイクリングロードの街

灯」と「夕陽が見えるビューポイント」の整備を行う

予定です。 

 維持管理については、徳良湖周辺施設全体を、ふる

さと振興公社で行っておりますが、修繕を必要とする

ところは優先度を判断し、順次修繕しています。今年

度は、東側エリアの一部であるオートキャンプ場の管

理棟前の湖畔にあった、枯れた松の木14本の伐倒処理

を実施しております。 

 次に、東側湖畔にある自然景観眺望施設、いわゆる

屋根付きステージについてですが、現在は老朽化のた

め、一部修繕を行いながら対応している状況です。先

の９月定例会でも話題になりましたが、村山北部土地

改良区でダムから吐出し口までの管路改修に着手され

たようであり、令和４年度中には鶴子ダムからの水が

徳良湖に導水できる計画のようです。これを機に、こ

れまで市民の皆さまから要望がありました親水公園を

整備できる可能性が出てきました。そのため、自然景

観眺望施設を含めた東側エリアの整備について、土地

改良区と連携しさらに充実させたいと考えております。 

 現在、マスタープランには自然景観眺望施設の改修

等の計画は記載されておりませんが、マスタープラン

の見直しの際は、自然景観眺望施設のほか、同じゾー

ン内にある基幹集落センターや自然研修センターも含

め、多くの人が集えるよう東側エリアのにぎわいづく

りと、100年先の未来に向けた徳良湖の整備を進めて

まいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎８番（鈴 木 由美子 議員） 

 最初の質問のＳＤＧｓのことについて再質問させて

いただきます。ＳＤＧｓはこれからの10年は行動の時

と言われております。17の目標や具体的目標を当市の

政策や事業に紐付けしたり、17色のアイコンを利用し、



重なるところやできたところ、できなかったことなど、

点検するためのリストとして用いていただくことがで

きるのではないかなと思っております。またそれを活

用することに、お互いの課でやろうとしている事業が

重なったり、連鎖することにもなりますし、同時に政

策に関われることになると思います。前にもお伝えし

ておりますが、限られた予算を効率的に使えるように

なるというのも、目標ではないかなと思うところです。

総合振興計画は来年度からということにはなっており

ますが、今からでも、さまざま協力体制でやっていた

だいていることはあるんですが、さらにそういった協

力体制を、できるところから始められたらいかがでし

ょうか。どうでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 総合政策課長。 

◎総合政策課長（加 賀 孝 一 君） 

 今ＳＤＧｓを全課的にやっていくべきだといったご

提案だと思います。先ほど市長も申しましたけれども、

ＳＤＧｓにつきましては、今やっている施策そのもの

も全て、ＳＤＧｓに基づいたものというふうに考えて

おります。ですので、今現在の計画を紐付けするとい

うのは、なかなか単純にはいかない部分もございます

ので、今策定中の総合振興計画を、議員が仰るように、

17のアイコンを使いまして、この施策はこことここが

ＳＤＧｓの目標になるんですといったような、視覚的

に分かるような形で紐付けをしまして、各課で連携し

ながら取り組んでいく、そういった体制を作りたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎８番（鈴 木 由美子 議員） 

 ご努力をどうぞよろしくお願いいたします。またで

すね、なぜＳＤＧｓが求められているかっていうこと

の大きな背景には、地球温暖化をはじめとする気候危

機、農業、林業、水産などの環境、感染症や労働人権

などの社会の変化、投資家や顧客の変化による経済な

どがございます。その中で、これからの10年を支える

ミレニアム世代、Ｚ世代と言われる20歳から45歳まで

ぐらいの方々が、環境や社会課題に関心が高いとのこ

とで、経済活動を含め、大きな鍵を握っている世代で

ございます。先日の総合振興計画の素案の中でですが、

中学生の方に対するアンケートによる将来像が盛り込

まれておりましたので、そういったことから見まして、

現実的に見て、アンケートの対象者が違うのではない

かと思った次第です。10年後を思い描く尾花沢は、20

歳から40代の方の声を多く反映させてこないと、見え

てこないのではないかなと思いますが、いかがでしょ

うか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 総合政策課長。 

◎総合政策課長（加 賀 孝 一 君） 

 アンケートの対象というふうなことなんですが、議

員仰るように、全世代アンケート、18歳から80歳代ま

での方に対するアンケート、それとあと中学生、高校

生を対象にしたアンケートを行ってございます。一番

これからの、働き手と言いますか、中心になっていく

世代、いわゆるミレニアム世代ですか、そういったと

ころのほうをもっと重点的にお聞きしたほうがいいん

ではないかというお話でございますけれども、基本的

には無作為抽出をさせていただいて、当然働いている、

一番働き手の世代、20代から45歳世代の方についても、

声をお聞きしているところであります。それに加えま

して、今回、各地域におきまして、まちづくりの座談

会のほうもさせていただいておりまして、その中で、

結構働き盛りの人、それから親御さんと言いますか、

お子さんを持つ保護者の方も参加していただいて、い

ろんな声をいただいたところでございますので、そう

したところの意見を反映させながら、計画策定にあた

っていきたいと思います。 

 それと合わせまして、ワークショップのほうも、さ

せていただいたんですが、ワークショップもですね、

今議員が仰るような世代の方が多くいらっしゃいます。

それにプラスアルファ90歳代の方も参加していただい

ておったんですけれども、そこでも相当の意見をいた

だいておりますので、踏まえながら策定にあたりたい

と思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎８番（鈴 木 由美子 議員） 

 やはり20歳から45歳ぐらいの年代の方に、尾花沢に

１人でも多く住んでいただかないと、尾花沢の将来は

見えてこないのではないかと危惧しているところでご

ざいますので、どうぞよろしくお願いいたします。そ

れとですね、先日、若手職員の方のＳＤＧｓのセミナ

ーを開催されたとお聞きしまして、早速活動されてい

て、明るい話題だなと思いました。まだまだ私たち市

民にとっては、ＳＤＧｓってそれって何という、何す

ればいいんですかっていう感じで、まだまだ認知度も

低いと思います。これからさまざまな課題解決に向け

て、行政、民間、個人それぞれ、単独ではできないこ



とを可能にするということも目標になっているのだと

思いますので、まずは行政で働いている方と同じ市民

の中に入っていただいて、市民目線で膝を突き合わせ

ながら、共通認識を持つことも大切なのではないかと

思います。先ほど市長のお話にもありましたけれども、

一人ひとりが自分のこととして考えていくことも必要

だと思います。小、中学生は学校で今新たな勉強、新

たな時代のことを学んでいるわけですが、私たち義務

教育を過ぎてからだいぶ経ちますので、新たな勉強の

機会っていうのも、さまざまな世代を巻き込んでの交

流とか、勉強の場っていうのも必要ではないかなと思

いますが、そういった場の提供は、どのようにお考え

でしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 総合政策課長。 

◎総合政策課長（加 賀 孝 一 君） 

 ＳＤＧｓを周知する手段だと思いますけれども、先

日、議員が仰るように、市内の銀行さんと一緒になっ

て市の職員も勉強させていただいております。やっぱ

りですね、行政だけでなく、市民も一緒になってこの

ＳＤＧｓの意義を勉強するというのが一番大切なこと

だと思いますので、市長の答弁にもありましたが、行

政だけじゃなくて、市民に対しては、カードゲーム等

を通じましてですね、さまざまな機会を捉えながら周

知をしていきたいというふうに考えております。それ

にはうちだけでなくて、例えば公民館の事業とかです

ね、そういったものも、さまざま連動させながらして

いく必要があると思いますので、内部のほうで調整を

させていただきたいと思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎８番（鈴 木 由美子 議員） 

 進めていただきたいなと思います。先日最初にその

セミナーを受けられた若手の職員さんは、一番核とな

る方でないかなと思いますので、そういった方からま

ず先頭を切っていただいて、まず勉強というよりも、

市民との交流をとおして、いろいろな情報を得たり、

市民としての仲間づくりなどもしていただき、それを

業務のほうに活かしていただきたいと思うところです。 

 続きまして、ＳＤＧｓのお話ずっとしておりますが、

すでに市民ボランティアの方は、多方面にわたって、

私たちの市民生活を心から支えていただいております

ので、感謝申し上げたいと思います。そういった皆様

の活動というのは、お金では買えない、目に見えない、

心と心のつながりにほかならなくて、感謝される側、

する側、お互いが幸福感に満ちるものではないかと思

っております。今結婚や出産、子育てを取り巻く経済

環境というのは厳しく、将来への不安を抱える方もい

らっしゃると思います。ご出産後の経済面を少しでも

サポートするための商品券とか、記念品などのハード

面と、不安な気持ちを穏やかにして、子育てに対して

前向きになるように、親と子、家族、ボランティアの

方々、職員方で、心をつなぐブックスタート事業とい

うのは、本当にソフト面だと思います。その両輪で、

子育て日本一を目指していただけたらと思いますけれ

ども、もう１度市長のお考えはどのようでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 ブックスタートにつきましてはですね、先ほど申し

上げたとおりでございますけども、ただ、今までやっ

てきたものでいいのかというと、私はそうではないで

あろうと。新年度予算の中で、どういう形でやってい

くのが１番いいのかというのは、検討していかなきゃ

いけないと。新年度予算の中にそれは盛り込んでいき

たいというふうに思います。そしてやはり、子育てす

るには、やはり市を挙げて、まちを挙げて、多くの皆

さんのお力添えをいただいて、子どもたちに関わって

いかなきゃいけないというふうに思っておりますし、

ブックスタートが親子をつなぐ大事なものだというこ

とを再認識した上でですね、一層のご協力を賜りなが

ら進めていきたいというふうに思っております。 

 特に産まれてくる赤ちゃんに対するお祝金とか、そ

のほかのブックスタートの絵本とか、加えてそのほか

の記念品とか、本当にそれぞれの予算をきちんと確保

した上でですね取り組むような、そういう体系をとに

かく作り上げていきたいというふうに思っております

ので、よろしくお願いします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎８番（鈴 木 由美子 議員） 

 よろしくお願いいたしたいと思います。それと、そ

の事業に対してですけれども、職員方やボランティア

の方々が、入れ替わりがあったとしても、スムーズに

この事業が継続していけますように、要綱などを作成

していただきたいなと考えますけれども、いかがでし

ょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（五十嵐 満 徳 君） 



 ブックスタート事業の要綱を策定していただきたい

というご提案でございますけれども、ブックスタート

事業につきましては、本市では、ブックスタート事業

の実施要領を策定いたしまして、現在事業を進めさせ

ていただいているところでございます。ご提案の要綱

につきましては、ブックスタート事業のボランティア

の皆様方からは、近年、親子のスキンシップが年々少

なくなっている中で、絵本を通じて、一緒に楽しむ大

切さを伝えていきたいんだと、よくお話をお聞きして

いるところです。またブックスタート事業を、これか

らも継続していただけるように、担当者が代わったと

しても、誰でもブックスタート事業のボランティアの

皆さんの気持ちが分かるような要綱をぜひ策定してい

ただきたいという要望のほうも、私どもにいただいて

いるところでございます。幸い本市には、ブックスタ

ート事業、スタートしてからずっと携わってきたボラ

ンティアの皆さんいらっしゃいますので、ぜひボラン

ティアの皆さんと話し合いながら、要綱の策定に向け

ても、前向きに進めていきたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎８番（鈴 木 由美子 議員） 

 ぜひ要綱のほうもよろしくお願いいたします。尾花

沢で今まで取り組まれていることに自信を持って、ま

すます今後も継続して発展させていっていただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 次に、徳良湖東側のことについてですけれども、前

回、和田議員と鈴木裕雅議員が東側の整備の件でお話

しされておりましたので、その部分に近いところの施

設でありますので、ぜひこのたびの計画に盛り込んで

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

さらにですね、来年の徳良湖築堤100周年の、市民は

少し分かっているんだと思いますが、対外的なＰＲが

不足しているのではないかというお声も多々あります。

そちらのほうは、質問にあげてなかったので、そちら

のほうもどうぞよろしくお願いいたします。 

 最後になりますけれども、計画している最中にです

ね、社会情勢というのは、めまぐるしく変化しており

ます。10年先である2030年のありたい尾花沢の姿と、

現状のギャップから課題を明確にしていただき、ＳＤ

Ｇｓの視点をとおして、時々既存の事業や資源を俯瞰

していただきたいなとも思います。また修正も加えな

がら１人でも多くのお若い方、特にこれからを担うお

若い方が住みたいと思う尾花沢になるよう、ぜひご努

力をお願いいたしまして、本日の質問を終わらせてい

ただきます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 以上で、鈴木由美子議員の質問を打ち切ります。 

 次に11番 塩原未知子議員の発言を許します。塩原

未知子議員。 

〔11番 塩原未知子 議員 登壇〕 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 おはようございます。令和２年12月10日、12月定例

会一言申し上げます。 

 世界中がコロナ禍、国内では感染者が約15万人、死

者約2,300人、県内でも第３波の拡大が心配され、ク

ラスター感染の報告が相次いでおります。最前線で対

応に当たられる従事者のすべての方々に、深く敬意を

表するとともに、お亡くなりになりました皆様方々の

ご冥福と、感染なされた方々の１日も早い回復をお祈

りいたします。 

 現在そんな過酷なコロナ禍の中でありますが、尾花

沢市内では３密厳守、感染防止の徹底で、感染者の報

告がゼロであります。感染対策に万全を期して、昨夜

は銀山温泉千年回廊を体験してまいりました。千年回

廊、ネーミングも大変良く、プロジェクションマッピ

ングの技術を建物ではなく、銀山川に投影する唯一無

二の灯りの演出に、寒さも忘れ、夢中で議会報108号

の表紙の撮影をしてきました。特に銀山温泉の昔から

変わらぬ風景の魅力、温泉街と白銀の滝のライトアッ

プ、水の価値を高める演出、歴史と未来を余すことな

く表現した千年回廊、大変すばらしかったです。さま

ざまなイベントが中止や延期になる厳しいコロナ禍の

中であっても、まことに尾花沢らしい、未来のおもて

なしの形を体験することができ、夢のようなひととき

でした。銀山温泉街の皆さん、会場準備なさった関係

者全ての皆さんに感謝いたします。来年の東北ＤＣキ

ャンペーンでは、徳良湖築堤100周年であります。さ

らに尾花沢らしいおもてなしの形が、市内全域で展開

することを期待して、通告にしたがい一般質問いたし

ます。 

 １、まずはじめに、徳良湖築堤100周年についてお

尋ねします。 

 令和３年５月27日に徳良湖は築堤100年を迎えます

が、コロナ禍であっても、無理のない、実現可能なイ

ベントを実施してはどうかと考えます。３点について

伺います。 

 １つ、徳良湖畔は、心とからだの健康を保つため、

地域に伝わる芸能や歴史と文化を語る場、市民のさま



ざまなアート活動などを中心とした企画を募集し、仮

称百年の想い徳良湖芸術祭などを開催してはいかがで

すか。 

 徳良湖築堤100周年記念事業について、コロナ禍の

中ではありますが、実施する予定をお伺いいたします。 

 また現在コロナが収束するためにも、３密を避けた

生活様式と、地域活性化が求められ、都会からの移住

促進が叫ばれています。今こそふるさと回帰の絶好の

チャンスです。移住を考えている人々に対し、徳良湖

周辺のさまざまな施設の一角を、テレワークスペース

として開放し、市内外から訪れる利用者から、合わせ

て徳良湖の魅力を発信してもらってはいかがでしょう

か。 

 ２番目の質問です。ゼロカーボン時代の環境エネル

ギー基本計画策定についてお尋ねします。 

 先ごろ日本政府は2050年までに、温室効果ガスの排

出を全体としてゼロにする、脱炭素社会の実現を目標

とすることを宣言しました。目標達成には、本市独自

の環境エネルギー基本計画の策定が必要と考えます。

地域や個人での対応に対しましても、市として100年

先、1,000年先をも見据えた環境ビジョンを示すこと

が大切です。今本市には、売電だけが目的で、市外の

企業が次々と参入しようとしております。先祖代々守

り残してきた大切な財産と、地域の宝の価値を再度見

直す基本計画策定についてお尋ねします。 

 民間事業者で現在進めている小水力発電、風力発電、

堆肥を活用したバイオマス発電の提案があると聞いて

おります。それぞれの詳細について伺います。また新

庁舎は尾花沢市のエネルギー自給のシンボル的な役割

を担っております。小水力発電や風力発電などを加え

てみてはどうでしょうか。 

 これから30年先のゼロカーボン時代を見据えた時、

尾花沢市環境基本計画と、尾花沢市地域新エネルギー

ビジョンを一体として、尾花沢市環境エネルギー基本

計画として策定すべきと考えます。温暖化の進行によ

る自然災害の被害や、民間事業者の発電事業の参入な

どで、利益優先の実施企業や関係者だけでなく、地域

それぞれが考えるためにも、急ぎ策定が必要と考えま

す。今後の進め方についてお伺いします。 

 ３番目の質問です。ごみ処理施設のリニューアルに

ついてお尋ねします。 

 今後予定されているごみ処理施設のリニューアル計

画について、２点伺います。 

 １つ、施設のリニューアルの際に、焼却熱エネルギ

ーを利用するなど、再生可能エネルギーの活用を積極

的に取り入れるべきと考えますが、いかがですか。 

 ２つ目、コロナ禍の影響から、家で過ごす時間が増

えており、家庭ごみの量が増加していると聞きます。

施設を長く利用するために、処理するごみの量を減ら

す取り組みが必要です。今後のごみ減量対策を、市で

はどのように取り組んでいくのか、お伺いします。 

 ４つ目の質問です。持続可能な循環型農林業振興ビ

ジョンについてお伺いします。 

 天候不順や頻繁化する自然災害を考えれば、持続可

能な農林業へ再構築する必要があると考えます。また

今後は、人口減少や食文化の変化によって米の消費量

も減少し、水田から畑作への転換が進むと考えられる

ことなどから、これからの本市の農林業を振興してい

くためには、しっかりとしたビジョンが必要であると

考えます。豪雪だけでない気象災害も頻繁になると予

想される中、基幹産業である農業、風水害に大変影響

を及ぼすであろう林業に関して、どうしていくべきか、

３点についてお伺いします。 

 １、近年の過剰な堆肥散布や農薬散布は、環境負荷

につながるため、適切に使用することが必要といわれ

ています。現状と対策についてお伺いします。 

 ２、ＩＣＴやＡＩを活用したスマート農業を実現す

るためには、水路整備や計画的な農地の集約化を進め

ることが必要と考えます。今後のスマート農業導入に

対する市のお考えをお伺いします。 

 ３、拡大する鳥獣被害の対策や林業、本来の持つ保

水機能を維持するためにも、森林の適切な維持管理が

必要であると考えますが、今後の方針について伺いま

す。 

 最後の質問です。尾花沢市の学園構想と北村山高校

についてお伺いします。 

 市長が掲げる学園構想は、本市の都市計画マスター

プランや土地利用にも大きく影響し、今後の尾花沢市

の方向をも大きく変えると考えております。２点につ

いて伺います。 

 １、学園構想の具体的な事業については、今後検討

されることと思いますが、学校の建設場所や大きさに

よって、本市のまちづくりに大きく影響します。本市

では、少子化が予想以上に急速に進む中、学園構想の

実現時期についてお伺いします。 

 ２、最近北村山高校の定員割が続いています。学園

構想の中で、地元高校との連携強化に取り組むお考え

はないか、市長のご所見を伺います。 

 以上、私の質問はこれで終わりますが、必要に応じ

て、自席からの再質問をお許しください。では、誠意



あるご答弁よろしくお願いいたします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 塩原議員から、大きく５点について質問いただきま

した。順次お答えしてまいります。 

 まず徳良湖築堤100周年を迎えるにあたり、四季を

通じた文化的なイベント開催のご提案と、コロナ禍で

のイベント実施についてお答えします。 

 令和３年に徳良湖は築堤100周年を迎えます。節目

の年であり市民とともに祝う記念事業を開催したいと

考えております。この事業は、徳良湖が市民の憩いの

場であり、子どもからお年寄りまで楽しめることは何

かを念頭に、庁内で検討を進めていかなければならな

いと思っております。 

 １つ目は、徳良湖一周花笠踊りです。徳良湖の築堤

がなければ花笠踊りは誕生していなかったわけです。

ふるさと大使のあべ美佳さんからは、「徳良湖を囲ん

で花笠踊りを踊ってはどうか」とのご提案をいただき

ました。ぜひ多くの市民の皆さんの力で実現したいと

考えております。その際には、踊りの様子をドローン

で上空から撮影し、インターネットを活用し全国へＰ

Ｒしたいと考えております。 

 ２つ目は、全国花笠マラソン大会です。この大会に

は、毎年全国各地から1,200名を超える方の参加をい

ただいておりますが、来年はマラソンの参加者も徳良

湖一周花笠踊りに加わっていただき、市民の皆様と一

緒に踊ることをとおして、花笠踊りの楽しさを味わっ

ていただきたいと思っております。 

 ３つ目は、屋外コンサートです。本県ゆかりの歌手

をお迎えし、徳良湖築堤100周年に華を添えていただ

きたいと考えております。出演者などに関しては、現

在検討中でありますが、多くの方に楽しんでいただけ

るよう準備を進めてまいります。 

 ４つ目は、記念樹の植樹です。徳良湖の桜は次の世

代へと引き継いでいきたい風景です。これからも調和

のとれた風景を守り続けていくため、徳良湖築堤100

周年を記念し桜を植樹したいと考えております。 

 ５つ目は、徳良湖フォトコンテストです。「四季を

通じた徳良湖」をテーマに、四季折々の美しい風景や、

そこに集う人々の日々の営みなどを収めた写真を募集

し、応募作品を展示した写真展を開催したいと考えて

おります。 

 これらの企画は、ご提案の「四季を通じて楽しめる

文化的なイベント」にも通じるものであると捉えてお

ります。築堤100周年をきっかけに徳良湖の魅力をさ

らに発信するとともに、その歴史と美しい風景を未来

へつないでいけるよう取り組んでまいります。 

 また、ご提案の芸術祭の開催については、事業を実

施したいというご要望をお持ちの市民や団体の方がい

らっしゃれば、徳良湖100周年事業の冠をご使用いた

だくなど、市としても協力してまいります。 

 これらの記念事業については、イベント等における

感染拡大防止ガイドラインを遵守して実施してまいり

ますが、徳良湖一周花笠踊りや全国花笠マラソン大会、

屋外コンサートは多くの方の参加が見込まれますので、

感染症対策をしっかり行いながら、市民の皆様と一緒

にお祝いしたいと考えております。 

 加えて、この100周年イベントを通じて、尾花沢の

魅力をＳＮＳやマスコミ等で市内外へ大いに発信して

まいります。 

 次に徳良湖周辺施設のテレワーク活用と情報発信に

ついてお答えします。 

 テレワーク等については、昨年度より徳良湖周辺施

設利用の可能性を探ってきました。本市とゆかりのあ

る企業にニーズをお聞きしたところ、徳良湖周辺施設

をテレワークの場として利用するには、本社からの距

離や二次交通の利便性から課題があると伺っておりま

す。まずは、キャンプ場を活用し、テレワークだけで

なくバケーションも組み合わせた、ワーケーション的

な利用も考えられるのではとのご提案もいただいてお

ります。 

 コロナ禍が続く状況の中で、全国的にテレワークや

ワーケーションの取り組みが少しずつ拡大してきてお

ります。本市においても、まずは、新たな働き方の選

択肢として、仕事と休暇を両立するというワーケーシ

ョンを推進してまいりたいと考えています。ワーケー

ションはその人が気分よく仕事ができる癒しの空間で

あれば、施設内に限らず、キャンプ場でも可能とのア

ドバイスを先のスマート自治体研修でいただきました

ので、ワーケーションをしている方の声を調査しなが

ら、徳良湖のワーケーションのさまざまな活用方法を

発信していきたいと考えております。 

 ゼロカーボン時代の環境エネルギー基本計画策定に

ついてお答えいたします。 

 まず、民間事業者による宮沢地区の中沢川小水力発

電事業の進捗についてです。 

 平成28年度から河川調査が開始され、地元の中刈地

区が平成30年度、中島地区が令和元年度、それぞれ説



明会ののちに地区と同意し、地権者とは今年度の７月

に契約されているようで、これまで地元調整は順調に

進んでまいりました。このようなことから、令和３年

の春、雪解けから工事がスタートし、同年12月の運転

開始を予定しているようです。 

 次に、民間事業者による風力発電事業の進捗につい

てです。 

当市エリアにおいては、現在２事業者から事業計画案

が示されています。１つ目が宝栄牧場周辺の仮称宮城

山形北部風力発電事業です。仮称宮城山形北部風力発

電事業については、昨年度中に計画段階環境配慮書及

び環境影響評価方法書の公告縦覧を終え、現在、風況

調査用の鉄塔を宝栄牧場内に建設し、調査を開始して

います。今後、環境影響評価準備書と環境影響評価書

の公告縦覧後、計画の認可申請を行い、令和８年度か

らの運転開始を目指しているようです。 

 ２つ目が寺町モトクロス場及び鶴子大谷地沼周辺の、

仮称山形尾花沢風力発電事業です。仮称山形尾花沢風

力発電事業については、先日11月16日で、計画段階環

境配慮書の公告縦覧が終了し、風況調査用の鉄塔を寺

町のモトクロス場内に建設し、調査を開始しています。

今後、今年度中に、環境影響評価方法書の公告縦覧を

行い、以降は先の風力発電事業と同様の手続きとなり、

令和８年度からの運転開始を目指しているようです。

現在は、どちらの事業も規模に応じた環境アセスメン

トの手続きを行っている最中です。 

 市としては、騒音や低周波等の生活環境への影響に

ついて十分な調査を行っていただくことや、銀山温泉

の温泉街から風力発電機が見えないような配慮、宝栄

牧場では、放牧されている牛への影響がないことや、

寺町モトクロス場関係では、ブナ共生の森の伐採や形

状変更がないよう県に意見書を提出しております。 

 これからも情報収集に努め、市からの意見書に誠実

に対応していただくとともに、市民や地区住民への丁

寧な説明を行い、十分な理解を得ながら事業を進めて

いただくよう事業者に要望してまいります。 

 次に、堆肥を活用したバイオマス発電についてです。 

 堆肥を活用したバイオマス発電については、過去に

民間事業者から市内での操業に向けたご提案をいただ

きました。その時点では、市内で堆肥がどの程度供給

できるか畜産農家に聞き取りをしたところ、供給でき

る量が少なかったこともあって、具体的な話し合いは

進んでおりません。 

 今年度には、再度、民間事業者にご連絡を差し上げ、

実際稼働している県外の施設を視察する計画でおりま

したが、コロナ禍の影響で今だ実行できない状況にあ

ります。 

 畜産振興、特に肥育一貫経営を推進する上で、増加

する堆肥を活用したバイオマス発電は大変魅力であり、

引き続き再生可能エネルギーとしての可能性を探って

まいります。 

 次に、新庁舎のエネルギー棟への小水力発電や風力

発電等の導入についてですが、エネルギー棟には、雪

冷房、ペレットボイラー、灯油ボイラーを配備し、庁

舎の冷暖房の熱源として利用しています。また、非常

用発電機や受水槽を完備し、災害時に活用できるよう

になっており、庁舎には地中熱を利用して屋上と庇の

雪を融雪しています。 

 小水力発電や風力発電を導入するためには、新たな

設備の設置が必要になりますが、その物理的な条件も

無理がありますし、水利権の問題や風況状況など適し

た立地条件が必要となりますので、現在のエネルギー

棟での導入は難しいと考えられます。再生可能エネル

ギーの活用は、ゼロカーボン時代の有効な施策と考え

ますが、何もかも１つの施設に詰め込むのではなく、

エネルギーを利用するのに適した場所に施設を考える

べきだと思います。 

 次に、尾花沢市環境エネルギー基本計画の策定につ

いてです。 

 尾花沢市環境基本計画については、前回改訂から10

年が経過し、改訂の時期となっております。尾花沢市

における環境施策の基本となるものであり、温暖化対

策、ゴミの削減や自然環境保全、環境教育など環境政

策を取り巻く状況も大きく変化してきております。 

 現在、山形県でも新たな山形県環境計画を策定中で

あり、基本目標には、地球温暖化を防止する低炭素社

会の構築、再生可能エネルギー等の導入による地域の

活性化など盛り込まれるようです。本市においてもＳ

ＤＧｓを念頭に持続可能な社会の構築のため、本市の

実情にあった再生可能エネルギーによる地域活性化策、

さらには地球温暖化対策に向けたゼロカーボンの実現

のための施策の方向性を示すなど、今後の具体的な取

り組みにつながるよう見直ししてまいります。 

 ごみ焼却施設、リサイクルプラザのリニューアルに

ついてお答えします。 

 はじめに、ごみ焼却施設については、昭和55年の稼

働開始から40年、平成15年のガス化溶融炉への改造工

事を実施してから17年が経過し、リサイクルプラザに

ついては、平成13年の稼働開始から19年が経過してい

ます。尾花沢市大石田町環境衛生事業組合では、現在、



新ごみ焼却施設、新リサイクルプラザを同時に整備す

るものとして計画されております。 

 焼却熱エネルギーの活用については、現在、施設内

の給湯、暖房、敷地内駐車場などの無散水消雪として

活用されていますが、さらに再生可能エネルギーの地

域活性化に資する活用法について研究してまいります。 

 次に、今後のごみ減量対策の取り組みにつきまして

お答えいたします。 

 本市のごみ搬入の全体量は、尾花沢市、大石田町の

人口減少に伴い、近年、毎年わずかではありますが減

少傾向にあります。しかし今年は、コロナ禍の影響か

ら家で過ごす時間も増え、家庭内の掃除等によりごみ

の直接搬入が大幅に増えております。３月から10月ま

での８ヵ月間の件数になりますが、前年同月対比12％

の増、約7,000件から8,000件、粗大ごみは７月豪雨災

害の影響もあり、80％の増となりました。 

 今後、施設を長く利用するためには、処理するごみ

の量を減らす取り組みは重要な課題です。毎年市報等

でごみの減量化に関する広報はしておりますが、今後

もさらに使い捨て文化から脱出し、ごみの減量やリサ

イクルを目指す循環型社会を積極的に推進してまいり

ます。 

 尾花沢市環境基本計画では、ごみの減量化や再利用、

再資源化について定めており、これまでも、ごみの発

生抑制、再利用、再資源化の３つのアール、すなわち

リデュース、リユース、リサイクルの３Ｒを積極的に

推し進めてまいりました。ごみの減量対策は、ごみ処

理施設の負荷を少なくするだけでなく、脱炭素社会の

実現を目指す上でも重要な課題ですので、今後も持続

可能な尾花沢の実現に向け、市民一丸となってごみの

減量に取り組んでまいります。 

 過剰な堆肥散布や農薬散布による環境負荷について

お答えします。 

 牛糞等の堆肥については、肥料取締法において特殊

肥料に分類されており、化成肥料と同様、食の安全性

の観点から安全に使用するための基準が定められてお

ります。市では、化学肥料を低減し、循環型農業を推

進するため設立したエコ農業推進協議会で堆肥需給の

マッチングを行っており、利用農家に対しては適切な

堆肥利用を指導しています。 

 農薬については、食品衛生法で、人の健康を損なう

恐れの無い量を超えた食品の製造販売等を禁止してお

り、食品ごとに残留基準を定めています。市では、関

係機関で構成する営農指導連絡協議会を通じ、農薬の

適正な使用について、新聞折込チラシで周知啓蒙を図

っています。 

 堆肥、農薬、いずれも過剰な利用は環境に悪影響を

及ぼすばかりでなく、農家自身の健康被害や消費者に

も害をもたらす恐れがあります。特に、残留農薬基準

に抵触するような事案が発生した場合は、産地ブラン

ドの価値そのものを損なうことにもつながることから、

例年、農繁期にあたる６月から８月にかけ、関係機関

と連携し農薬危害防止運動を展開しています。今後と

も適正な利用が図られるよう指導周知してまいります。 

 次にスマート農業の導入についてお答えします。 

 国では、スマート農業の導入にあたり、自動走行農

機に対応する農地の大区画化や、ＩＣＴを用いた水管

理省力化技術の導入を推進していますが、中山間地の

本市に当てはめることは非常に難しいものと考えてお

ります。 

 本市では、産学官が連携して、すいかスマート農業

実証コンソーシアムを昨年５月に設立し、市内スイカ

圃場等で、ＧＰＳを活用した無人操舵トラクターによ

る多工程同時作業や、アシストスーツによる労働負荷

低減、トヨタ生産方式を農業に応用したソフトを利用

しての営農改善など、多項目にわたり実証しています。

スマート農業を最大限に活かすには、地域の特性に合

ったＩＣＴ技術を見極め、普及していくことだと考え

ています。 

 今後は、本市の特性に合わせたスマート農業技術が

普及、定着することで、省力化や低コスト化、大規模

化を進め、収益力の高い農業につながるものと捉えて

おります。担い手が希望を持って農業に従事でき、夏

スイカ日本一の尾花沢スイカのブランド維持発展のた

めに取り組んでまいります。 

 次に、鳥獣被害対策や森林の適正な維持管理につい

てお答えします。 

 鳥獣被害が年々拡大していることや、森林が持つ多

面的機能の低下が叫ばれていることは、森林所有者に

よる維持管理の機会が減少していることが大きな要因

の１つと言えます。 

 昨年度より施行された森林管理制度に基づき、森林

環境譲与税を活用して、荒廃化が進む民有林の意向調

査を計画的に行い、経営管理計画を策定し、計画に沿

って適正な管理を実行することで、森林が本来持つ多

面的機能の維持、回復を図ってまいります。 

 事業推進に当たって重要なことは、経営管理計画を

策定する森林所有者または森林施業者に市が積極的に

関わりを持ち、将来的な森林経営の意向を確認し、前

向きに取り組んでいただくことと考えます。 



 また、伐期を迎えた森林の整備を行う方の後方支援

として、市が管理する林道の補修や拡幅、待避場整備

等も検討していかなければなりません。 

 森林環境譲与税事業を推進することで、森林の植栽

から搬出までの経営サイクルを再構築し、林産業の活

性化を図ることが最優先の課題であると捉えており、

これにより鳥獣被害の軽減や森林の持つ保水機能の維

持につながるものと考えております。 

 次に学園構想についてお答えいたします。 

 学園構想の考え方については、学校教育検討委員会

から提言いただいた、中学校を小学校に隣接し可能な

年度で建設することが望ましいとの内容に沿った検討

を進めております。 

 今年度は、学園構想を実現するための候補地となり

得る場所の抽出と、土地の現状や法規制などを整理し、

情報把握に取り組んでいます。 

 構想の実現時期についてですが、提言書では、出生

数や建設する学校の規模などから、令和８年度に尾花

沢小を18学級規模で建設し、市内１校に統合すること

が望ましい、とのご提言を受けておりますので、尾花

沢小学校の改築時期は、令和８年度が１つの目途にな

ると考えております。 

 しかしながら、学校統合を進める際には、これまで

同様、地域の皆様の声を十分に伺いながら検討を進め

る必要があります。加えて、建設現場についても、市

内各地区からのアクセスの利便性をはじめ、まちづく

りの観点などを踏まえ、子どもたちにとって教育に適

した場所を検討する必要がありますので、引き続き、

市民の皆様のご意見を頂戴しながら、学園構想の実現

に向け取り組んでまいります。 

 次に、北村山高校との連携強化の取り組みについて

お答えします。 

 現在見直しを図っている、尾花沢市の教育の振興に

関する大綱においては、夢と志を持ち、可能性に挑戦

し続ける力を育む確かな教育を推進する基盤として、

学校、家庭、地域の連携が必要であるとしています。 

 地域の協力体制の１つとして、企業との連携が挙げ

られます。この点については、企業懇談会の協力を仰

ぎながら、職場体験や企業見学会、経営者と語る会等

を継続し、さらに強化していく考えです。小中学生だ

けでなく、高校生に対しても一貫して、ふるさと回帰、

定着、定住を促すことが重要であり、今後も北村山高

校と連携し、各種施策を進めてまいります。 

 今後、小中高の一貫した教育のためには、日頃から

生徒同士の交流活動も大変重要です。このため、交流

活動として、スキーやハンドボール等の部活動の交流

や、除雪ボランティア、雪祭りの雪像づくり等での連

携、協力など具体的に交流していくことが考えられま

す。また、授業においては、プログラミング学習にお

ける高校生の授業協力や、総合的な学習での、そば染

めなども可能と考えます。 

 小中高と一貫した郷土愛や郷土への誇りを醸成する

教育が、北村山高校への地元生徒の進学にもつながり、

ひいては地元への定着にもつながるものと考えますの

で、さらなる連携強化に取り組んでまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 たくさん質問しましたので、お答えのほうもしっか

りとしていただきました。中から絞った形で再質問さ

せていただきます。 

 まずはじめに徳良湖築堤100周年についてですけれ

ども、さまざまなことが予定されており、楽しみにし

たいと思います。また私の質問の中であった芸術祭、

徳良湖100周年を記念して、市民のさまざまな表現の

場を与えてくださいまして、これから期待したいと思

います。この中でですね、どうしてもやっぱり花笠踊

り、切っては切れない徳良湖の副産物だと思います。

徳良湖を作る時に、みんなが本当に力を合わせてって

いう掛け声のもとに、踊りが発生したと私は思ってお

ります。歌が発生して、踊りが出てきたと思います。

この歴史と文化、これをどのように後世に伝えていく

のかも含めて、この100周年の記念の中に入れていた

だきたいと思うんですけれど、そのようなお考えはあ

りますでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（五十嵐 満 徳 君） 

 徳良湖100周年を記念いたしまして、徳良湖の歴史

や文化を伝えていくために、現在、芭蕉、清風歴史資

料館におきまして、５月27日の竣工記念日に合わせま

して、徳良湖築堤100年記念の特別展を現在検討させ

ていただいているところです。徳良湖は尾花沢の農業

基盤を作り、大きな成果を上げてきましたけれども、

現在は観光地としても知られ、多くの人の憩いの場と

なっております。また築堤工事の際に歌われた土搗き

歌が花笠踊りを生み出しまして、尾花沢だけでなく、

山形を代表する花笠踊りと発展してきたところでござ

います。特別展では当時を振り返って、徳良湖は何の



ために作られ、どのような効果を尾花沢にもたらした

のか紹介するとともに、徳良湖築堤の意義を改めて知

っていただく機会とさせていただきたいというふうに

現在検討しているところです。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 文化の面、あと歴史を伝えることも大切だと思いま

す。さまざまなイベント、コロナ禍の中で開催しなけ

ればいけないかもしれないので、そのあたりも含めま

して、頑張っていただきたいと思います。また市民の

中からいろんなアイデアが出ましたら、柔軟に、徳良

湖を活用する音楽会でも、あと踊りの披露でもあると

思いますので、どうぞよろしくお願いいたしたいと思

います。 

 私はちょっと気になるところは、徳良湖のそういっ

た文化のほう、期間中は資料館のほうで見られると思

うんですけれども、これからはやっぱり徳良湖の中で

も、そういうものを見られるように、期間後にもきち

んと展示をしていただきたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 次に、ゼロカーボン時代の環境エネルギー基本計画

策定について再質問いたします。先ほどのご説明では、

小水力発電、風力発電、さまざまな事業の進捗をお聞

かせいただきまして、今さまざまな影響を考慮して、

検討中ということをお聞きしました。順調に進んでい

るというようなお答えだったと、私はお聞きしました。

そこで、これらのいろいろな、さまざまな地域で、調

査をしているところでありますけれども、地域への説

明等、その辺りをしっかりとしていただきまして、地

域の中で知らなかったというようなことがないように

していただきたいと思いますけれども、そのようなご

配慮はどのようにお考えですか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 環境整備課長。 

◎環境整備課長（鈴 木   賢 君） 

 塩原議員にお答えします。まずはじめの小水力発電

関係は、地域の住民説明会等、川の系統ごとで行って

おりまして、私も昨年度オブザーバーでありますけれ

ども、参加はしておりました。ただし、まだ地域では

全員が参加したわけでもありませんので、その辺は丁

寧な説明をやはり業者のほうにも再度お願いしながら、

進めなければならないと思います。 

 また風力に関しては、進め方もあるんですけども、

当初、地区の代表者にまずアクションを起こして、そ

こから全体説明会、まだ鶴子、寺町地区は全体説明会

はまだ入っておりません。ただしこれは、冬の間、確

実にこれをして進めなければなりませんので、そこは

環境整備課としましても、地区住民の皆さんと間に入

りながら、業者の親切丁寧な説明を要望していきたい

と思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 どうぞそのようによろしくお願いいたします。先ほ

どなんですけれども、市の新庁舎の中でのエネルギー

棟の中にも、小水力発電という、私は質問したところ

なんですけれども、適切ではないということだったの

かなと思っております。ですが、エネルギーを利用す

るにあたって、適切な場所っていうのは尾花沢でもた

くさんございます。特に水力に関しましては、県内で

も尾花沢の豊富な水を利用して、かなりしっかりとし

た実績を上げているとお聞きしておりますけれども、

例えばですね、花笠高原荘の隣に鶴子ダムがございま

すけれども、そちらのほうに、いろいろな、これから

検討なさるでありましょう発電に関しまして、検討す

るような余地はございませんでしょうか。ゼロカーボ

ン時代、2050年までには大変努力して、いろいろな所

で自然エネルギーを活用しなければいけない時代が来

ると思われます。これから先を見据えてどうでしょう

か。ご質問します。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 鶴子ダムに関してお答えいたします。現在ですね、

もうすでに小水力発電を、土地改良区の管轄のもとで

やっております。非常に順調にきておりまして、毎月

本当にこんなにあるのかというくらい、ありがたい収

益を得ているという状況にあります。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 そういう尾花沢のすばらしい条件を、もっと見直し

まして、そのほかさまざまなバイオマス発電、先ほど

は牛糞堆肥ということに限定しましたけれども、木質

バイオマスのほうも考えられると思います。先ほどの

いろいろなご答弁聞きましたところ、風力発電にしま

しても、道路の拡幅する場合には、必ず木が周りにあ

りますよね、そちらのほうの利用も考えられると思い

ます。先ほど言ったいろいろな可能性がありますので、



そのようなことをさらに高めるためにも、きちんとし

た、市の中に係を設けることが必要だと思います。そ

の辺りはどうお考えですか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 環境整備課長。 

◎環境整備課長（鈴 木   賢 君） 

 お答えします。今現在、環境整備課のほうで、昔の

新エネルギー推進室の内容を引き継いでいるような形

になりまして、生活環境係の中で担当しているような

形になりますけれども、今議員仰られた係をしっかり

起こす部分は、総務課などと相談しながら進めるよう

な形になるかと思われます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 そのようにやっていただければと思います。まちづ

くりにも関わってくると思います。各地区で、その部

分で建物を建てる場所だけでなく、そこまでのエリア

も含めてのことになりますので、総合的に考えていた

だいて、地域のまちづくりと結び付けられるようなこ

とも考えていただきたいと思いますけれども、よろし

くお願いいたします。 

 では次に、エコ農業に関して先ほどご答弁ありまし

たけれども、持続可能な循環型農林業ビジョンについ

て、いろいろなことを想定されることがあるんですけ

れども、地域のブランドを守るためということで、先

ほどご答弁ありました。そこに関してもう少し質問し

ます。 

 最近ですね、堆肥散布でスイカのほうが、スイカの

生育に影響が出てきているというようなことをお聞き

してます。そのようなことを考えますと、先ほど再生

可能エネルギーのほうで、バイオマス発電のほう、堆

肥ありましたけれども、量が少なかったからというご

答弁ありました。ではなく、これからは牛の数も増え

て、もしかしたら堆肥の量、まだまだ増えるかと思い

ます。県外でなくても、県内でそういう堆肥を使った

発電事業などもやっている町村があります。飯豊町の

ほうこの前見てきたところです。ぜひしっかりと、そ

の辺りも、農業と関連するところでありますので、考

えていただきたいと思いますけれども、いかがでしょ

うか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（岸   栄 樹 君） 

 ただ今の市内で増えるであろう堆肥を活用した、新

エネルギーの活用について、ご質問がございました。

市長答弁にもありましたとおり、今後も肥育の一環経

営のほうを推し進める上で、堆肥の増産と言いますか、

増量につきましては、避けてとおれない課題であると。

それを消費するための再生可能エネルギーへの転用と

いうものについては、大変興味を持ってございます。

今年度はちょっとまだ先進地の視察のほうはできてな

かったんですけれども、いろいろな施設のほうを見学

をさせていただきながら、可能性のほうを探ってまい

りたいということで、準備のほうを進めさせていただ

きたいと思います。以上でございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 ぜひ、今いろいろな技術が出ておりまして、ガス化

するだけでないものも出てくるかもしれませんし、い

ろいろなことを考慮して、これから、尾花沢の持続可

能な農業であるために、和牛のほうの数が多くなるっ

てことは避けられないことと思いますし、それに対し

てのし尿の処理っていうのは、必ず避けられないこと

であります。そういうこともありますので、どうぞい

ろいろ検討なさっていただきたいと思います。視察先

は県外でなくても、いろいろあると思いますので、ご

検討いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 そのほか、ＩＣＴ活用したスマート農業に関しまし

ては、やはり農地の集約っていうのがどうしても必要

であると思います。尾花沢の場合は、いろいろ本当に、

山間地もありますし、そのようなところをどういうふ

うに描いていくのかも含めて、どうなんですかね、そ

ういう形を、地域と一緒になって考えるような機会と

いうのはあるんでしょうか。農林業に関して、林業に

関しましても、鳥獣被害、私すごく思うんですけれど

も、せっかく作っても、食害にあって、もう本当に無

理なんだっていう地域も出てくると思っております。

それに関しての農地集約というのは避けられないこと

と思います。いかがでしょうか。どうお考えなんでし

ょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（岸   栄 樹 君） 

 ただ今、農地の集約化についてのご質問を頂戴いた

しました。この問題については、尾花沢市の長年の懸

案事項でございます。確かに現在まで農地の集積は進

んでおりますけれども、やはり集約化を目指して、省

力化及び所得の向上につながる取り組みのほうは、こ



れは最優先課題であるのかなというふうに思っており

ます。しかしながら、農業者の方の土作りの今までの

経過ですとか、あと土地に対するこだわりですとか、

立地条件ですとかで、なかなか進んでこなかった事実

もございます。今後はですね、地域ごとに策定されて

おります、人・農地プランの話し合い等々で、地域の

方と一緒になってですね、その地域の農地の利活用に

ついて、もっと積極的に関わりながら、話し合ってい

かなければいけないのかなというふうに思っておりま

す。それが地域の農業の未来設計図となるような形で、

今後事業展開のほう図ってまいりたいというふうに思

っております。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 ぜひ、担い手が農業したくて戻ってくるというよう

な尾花沢にしていただきたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 最後に学園構想について、北村山高校さんとの連携

を強化していくってことをお聞きしましたので、ぜひ

お願いしたいなと思います。学校統廃合の中で、高校

が県内でも１番先に尾花沢高校と大石田高校、合併し

たと思います。それも私が記憶にあるところでありま

すと、大変難儀をしまして、いろんなことを経過を含

めて、合併したと思っております。その時、当時は、

情報処理科というのがございまして、県内では本当早

かったと思います。その情報処理科があったがゆえに、

大変人気で定員オーバー、かなり人気だったと思って

ますけれども、今このコロナ禍においてテレワーク、

さまざまな先ほどご答弁にありました、プログラミン

グ教育における授業協力などということをお聞きしま

したけれども、そちらのほう、県のほうの管轄ではあ

りましょうけれども、尾花沢にもう一度情報処理科を。

さらには昨日私感動したんですけれども、プロジェク

ションマッピング、あのプログラムもそうですし、映

像を作る技術もそうです。全て情報的な学習を積んで

くださったならば、高校生でもできると思っておりま

す。どうでしょうか、その辺りご答弁お願いします。

市長のご所見お願いします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 まず昨夜の銀山は非常に普段味わえない、そういっ

た雰囲気の中で、市民の皆さんに楽しんでいただいた

のかなというふうに思います。本当に銀山温泉組合の

皆様方が、本当に一致団結してですね、取り組まれた

ことに敬意を表するとともに、市民の皆さんにも足を

運んでいただいたことに、心から感謝を申し上げたい

というふうに思います。 

 さて今、北村山高校のここまでの由来も含めてお話

いただきました。私もその当時、統合にいたるまでの

大変な苦労というのは、私もそばで見てきました。当

時私も、旧尾花沢高校で子どもたちに授業をとってい

たという経歴がございます。その際に、本当にそこに

いた教務主任の先生はじめ、先生方、大変な苦労なさ

っていたと。本当に夜も眠れないような、そんな中で

やってきました。そしてやっとできたところで、情報

処理科というのは目玉でした。大変な競争率の中で、

皆さんに受験していただいて、優秀な人材も輩出して

きました。ただ昨今、情報処理科もその後、あちこち

で出てきて、そして分散する形になっていってしまっ

たと。現在は、情報処理科というものではなくて全く

全然違う形になってきてしまった。それが北村山高校

に生徒が集まらなくなった原因かどうか分かりません。

ただ先生方はものすごく一生懸命、本当に丁寧に対応

してくれています。そんな中で、この秋も県のほうに

強くお願いをしたのは、現在のままでは、北村山高校

は衰退の一途を辿ってしまうので、できるだけ即戦力

となる高校生を育てるための、新しい学科を作ってく

れというふうに要望しております。今後を考えれば、

企業の皆さんと、そして、強いて言うならば今度は鶴

岡高専、そっちのほうとも今提携をするような形で、

企業の皆さんが立ち上がっておりますので、北村山高

校に関してもですね、同じような形でバックアップを

お願いしたいと。その上で新しい科を設置することが

できれば、また違う形になるんじゃないだろうか。今

年度のように41名しか入学していないという事実を見

た時、愕然とするものがありますので、今後の高校の

存続をかけてですね、私らも働きかけていかなきゃな

らない、そういう気持ちでおります。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 私もそう思います。本当に存続をかけてやっていか

なければいけないと思います。先日新聞を拝見しまし

たら、中学校でプログラミングロボットの授業があっ

たということを聞いて、子どもたちの生き生きしてる

姿が新聞から見られまして、本当にすごいなと。プロ

グラミングロボット１台であんなに元気になるのかな

ということで、ぜひ教育長のほうのご所見もいただき



たいと思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 教育長。 

◎教育長（五十嵐   健 君） 

 先日、尾花沢中学校の授業が新聞で紹介されて、子

どもたちの笑顔も見られたということで、大変喜んで

います。プログラミング教育については、プログラミ

ングロボットが入っただけでなくて、それをどのよう

に活用するかっていうのも大きな課題で、これに関し

ても、地元企業の協力や、あるいは先ほど市長が答弁

したように、高校生のノウハウも中学生にということ

も、この先見据えて考えていきたいなと。有効活用を

図っていきたいと思っています。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 本当にそう思っております。子どもたちの教育に関

しまして、数ではないと私は思います。人口がもちろ

ん少ない尾花沢であります。ですので、子どもたちも

どんどん少なくなっていくのは当然、当たり前であり

ますけれども、本当に子どもたちを育てる環境が、尾

花沢ほど良いところはないと、私は自分が本当に一番

感謝しております。仕事を７年くらい、テレワーク、

今の言葉で言えばテレワークなのかもしれないんです

けれども、前の会社から少しずつ、ホームページ作成

いただいておりまして、子どもたち、小学校から中学

校、高校まであげることができました。本当に体も良

くなり、尾花沢の空気と水に本当に感謝しております

ので、そういった形で、移住を考えてみたいというよ

うな尾花沢になっていただきたいと思います。それに

関して、高校生というのはすぐ即戦力になります。ぜ

ひ尾花沢市の中でも、市役所の中でも、たぶん卒業生

がいらっしゃると思うんですけれども、市のほうでい

ろんなプランを作成する時に、徳良湖マスタープラン

の時もそうだったと思うんですけれども、高校生の力

を借りたと思います。そのような取り組みを今後やっ

ていくお考えはありますでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 総合政策課長。 

◎総合政策課長（加 賀 孝 一 君） 

 今、塩原議員からは、高校生の力を尾花沢市の施策

のほうに活かしていただきたいという言葉だと思いま

す。まさにそのとおりだと思いまして、先ほど市長申

しましたように、いろんな場面で、高校生からはご意

見を賜り、そして協力をいただいております。今後に

つきましても、今まで以上に、どういった形で関われ

るかといったものを、各課のほうでちょっと整理をさ

せていただいてやっていきたいと思うんですが、高校

のほうでも、さまざまカリキュラムもございますので、

高校の方とも十分調整をさせていただきたいと思いま

す。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 よろしくお願いいたしたいと思います。高校卒業、

大学を卒業しても、なかなかふるさとに戻れない、そ

ういったところを、地元企業と連携することによって、

選択肢も、地元のほうに目が向くのかなと思います。

かつて尾花沢が人口増になったのは、鶴子ダムの建設

の時と私はお聞きしております。数字を見ると分かる

んですけれども、鶴子ダムを建設する時に、いろいろ

な技術者が集まって、そこで人口のほうが増えたとい

うことをお聞きしているところです。ですので、仕事

作りのほうもしっかりとしていかなければ、その先が

ないなというのを思います。ですのでその辺りも含め

て、地元企業と連携しながら、企業の育成も含めて頑

張っていただきたいと思います。以上、私の質問はこ

れで終わります。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 以上で、塩原未知子議員の質問を打ち切ります。 

 次に、２番 星川薫議員の発言を許します。星川薫

議員。 

〔２番 星川 薫 議員 登壇〕 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 先の通告にしたがいまして、12月定例会一般質問を

させていただきます。 

 はじめに、地域おこし協力隊についてお尋ねいたし

ます。 

 都会にはない豊かな自然環境や歴史、文化などに恵

まれた地方で、地域協力活動を行ってもらい、地域外

の人材だから見える、独自の目線による地域の活力創

出と、地域力の維持強化を目指す目的とした制度であ

りますが、現在従事する２隊員の委嘱期間は、来年度

までとなっております。委嘱期間終了後の２隊員の動

向を当局は把握しているか、お伺いいたします。 

 ２つ目は、地域おこし協力隊の募集内容と今後につ

いて提案いたします。現在、銀山温泉観光振興支援業

務１名と、森林経営管理業務１名の募集をしています

が、着任者がいない状況であります。１名ずつの募集

では、３年後に独立し起業するのは難しいと考えられ



ることから、複数名を募集してはいかがでしょうか。 

 次に、地方分権改革に係る提案募集方式についてで

あります。 

 地方分権改革のミッションとして、個性を活かし、

自立した地方をつくるを掲げ、従来からの課題への取

り組みに加え、地方の発意と多様性を重視し、地方に

対する権限移譲及び規制緩和に係わる改革提案を、地

方公共団体等から募る、提案募集方式を導入すること

としています。また、権限移譲については、全国一律

に行うことを基本としていますが、一律の移譲が難し

い場合には、希望する自治体に選択的に移譲する、手

挙げ方式を導入しています。平成31年３月定例会一般

質問において、提言を受けて以降、提案募集方式また

は手挙げ方式に取り組んだ事例はあるか、お伺いいた

します。 

 次に、ふるさと回帰、若者定住を図るにはどうすれ

ばよいかについてであります。 

 １つ目はふるさと納税の一部を積み立て、奨学金返

還の支援をしてはいかがでしょうか。 

 近年、尾花沢市の出生数は激減に落ち込み、尾花沢

市自体が消滅するのではないかと危惧されるほどであ

ります。平成30年12月の一般質問でも、帰郷を条件と

した給付型奨学金制度の提言をいたしましたが、その

後どのように検討されているのか、お伺いいたします。 

 また、現在、山形県若者定着奨学金返還支援事業が

ありますが、県内に定住、就業が条件となることから、

尾花沢市への定住、就業にはつながりにくいものと考

えています。そこで本市への若者定住につなげるため、

尾花沢市への定住、就業に限定し、同額分の奨学金返

還支援を市独自で実施してはいかがでしょうか。 

 原資については、ふるさと納税の活用や尾花沢市企

業懇談会とも連携して、財源を積み立てるなど、安定

的な財源となるよう図られてはいかがでしょうか。 

 ２つ目は、定住促進賃貸住宅、戸建て住宅を建設し、

定住や移住の促進につなげてはということであります。 

 現在、都市計画マスタープランを策定中であります

が、保育施設や小中学校の建設場所も決定しなければ

ならない状況にあります。場所が決定すれば、その周

辺に住宅街や都市公園を盛り込むのが望ましいと考え

られます。移住、定住の観点からも、定住促進賃貸住

宅、戸建て住宅を建て、安定的な定住を図られてはい

かがでしょうか。 

 最後に新型コロナウイルス感染症尾花沢市緊急対策

の評価と継続性についてお伺いいたします。 

 １つ目は、現在第８弾76項目にも及ぶ対策を行って

いますが、検証と評価はどのように認識しているか、

お伺いいたします。 

 令和２年４月27日に臨時議会を開催し、新型コロナ

ウイルス感染症尾花沢市緊急対策第１弾27項目を採択

してから、現在、第８弾76項目にも及んでいますが、

事業の有効性について、検証、評価を行っているか、

お伺いいたします。 

 ２つ目は、現在も続くコロナ禍で、今後どのような

支援、対策を行っていくか、お尋ねいたします。 

 残念ながら第３波がやってきてしまいました。やっ

と経済が動き始め、期待も大きくなってきた矢先に、

残念な結果であります。また、学校行事も縮小しなが

らではありますが、通常の授業や部活動、スポ少など

行ってまいりましたが、今後、活動を制限される事態

も考えられます。そこで、本市では商店街や幼保、学

校関係にどのような支援を施し、経済対策や感染対策

に寄与するかお伺いいたします。 

 以上、質問席からの発言とさせていただきます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 ここで、昼食のため、午後１時まで休憩いたします。 

 

            休 憩  午前11時49分  

            再 開  午後１時00分  

 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 再開いたします。 

 休憩前に引き続き、星川薫議員の質問を続行いたし

ます。市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 先ほど、特別交付税のことをお話しましたけども、

昨年が6,028万5,000円でございました。それから見て

今回が１億3,364万7,000円と、かなり大幅に増になっ

ていることを、皆さんとともに喜びたいと思います。

今後もいろんなことがあると思いますけれども、よろ

しくお願いいたします。 

 また今日もコロナ感染者が15名出ており、北村山管

内からも感染者が出たようでございます。くれぐれも

３密を避け、そして手指消毒、マスク着用のご協力、

よろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、星川議員にお答えいたします。大きく４

点いただいております。 

 地域おこし協力隊についてお答えいたします。 

 現在本市で活動している地域おこし協力隊２名の任

期満了後の動向についてですが、本市では、平成22年



度緑の協力隊制度による隊員を受入れて以降、平成25

年度に初めて、地域おこし協力隊制度を活用し、これ

まで17名の協力隊を受け入れてきました。この制度は、

都市部に暮らす方が地方に生活拠点を移し、一定期間

以上、農林業の応援や住民の生活支援などの地域活動

に従事してもらいながら、その土地への定住、定着を

図ることを目的としております。 

 現在、着任中の２名については、来年度の９月末と

11月末で任期の３年を迎えることから、今年度当初に

活動計画書を作成し、退任後の進路や定住についての

意向を確認しております。任期満了後は、両隊員とも

に本市への定住を希望しており、隊員の目標とする将

来像やライフステージと擦り合わせながら、引き続き、

定住していけるよう市としてもバックアップしてまい

ります。 

 次に地域おこし協力隊の募集についてですが、令和

２年11月から４ヵ月間の契約で農業、酪農に特化した

インターネット上の求人サイト、あぐりナビに銀山温

泉観光振興支援業務と森林経営管理業務の求人を掲載

しております。その結果、11月30日現在までに、それ

ぞれ複数名の方より申し込みや問い合わせがきており、

近く面接を予定しております。これまで、本市での地

域おこし協力隊の募集は、自身が持つ特技や経験を活

かして、幅広く地域の活性化を支援していただけるよ

うな募集をしてまいりましたが、今年度からは、活動

する事業分野と内容を明確にして募集しております。 

 ご提案の複数名の募集については、同じ志を持つ複

数名が互いに刺激し合い、知恵を出し合いながら、時

に悩みを共有することで、課題を克服していけるメリ

ットもあることから、今後、検討してまいります。 

 また、協力隊着任後は、起業や就職などの本人の夢

や希望の実現と定住に向けて、３年間の育成プログラ

ムを作成し、隊員が地域や市内の事業所等との関わり

を持ちながら、活き活きと活動していけるようサポー

トしてまいります。 

 次に地方分権改革に係る提案募集方式についてお答

えします。 

 提案募集方式は、地方の声を踏まえながら、個性を

活かし、自立した地方を作ることを目指して、社会経

済情勢の変化に対応した地方分権改革を推進するため、

平成26年に導入した制度です。この制度における提案

の対象は、地方公共団体への事務、権限の移譲及び地

方に対する規制緩和に係る事項となっており、提案さ

れた事項に対しては、各省庁が実現に向けて検討し回

答することとなっていることから、当該方式の誕生は

地方分権改革の成果の１つであると思います。 

 平成31年３月以降、現在まで提案募集方式、または

手挙げ方式を取り組んだ事例はありません。本市の課

題である水利権の取得に向けた提案をすべく、県に調

整を行った経緯がございます。なお、手上げ方式だけ

でなく、重要事業としての要望活動や市長会を通じ、

さまざまな機会を捉えながら、制度改正等についても

提案してまいります。 

 次に、はじめに、奨学金返還事業についてですが、

平成30年12月議会で、帰郷を条件とした給付型奨学金

の創設のご提案をいただき、県の若者定着奨学金返還

支援事業とは別に、独自に財源を確保した上で、持続

可能な人口減少対策となるような制度の創設に向けて、

調査研究する旨答弁したところです。 

 本市においては、人口減少対策をどう食い止めるか

が大きな課題であり、年代別の人口推移を見ても、高

校生や大学生をいかにして留めるのかが重要であり、

学生のふるさと回帰に力を入れていかなければなりま

せん。そこで、若者の教育を受ける権利を守り、さら

にその若い力を地域の力にしていくために、県の奨学

金返還支援事業とは別に、本市独自の奨学金の返還支

援など、若者の定着にどのような制度が有効であるか

関係課において検討しているところでございます。 

 現段階の状況ですが、尾花沢市内に住むことなどを

条件として、奨学金の返還を一部猶予することや、償

還金の一部について市が補助することなど、検討を進

めております。 

 若者の定着支援は喫緊の課題ですので、新年度から

の運用を目指して制度設計するとともに、こうした支

援策の財源については、ふるさと納税等の活用も視野

に入れながら、継続的に適用できるように検討してま

いります。 

 また、本市企業懇談会と連携した財源の確保であり

ますが、若者の市内定着と市内企業への就労を促すた

めの施策の１つとして、関係機関と協議してまいりま

す。 

 次に、定住促進賃貸住宅についてお答えします。 

 尾花沢市第２次都市計画マスタープランは、尾花沢

市立地適正化計画と合わせて、令和３年度末の完成を

目指し、現在策定作業を進めているところです。今年

度の作業は、市民アンケートの実施や市民ワークショ

ップを開催するなど、市民の皆様から、まちづくりに

対するご意見を頂戴して、土地利用の仕方や、市民生

活におけるニーズなどを調査しました。加えて、今後

市政を担っていく若手職員の勉強会を立ち上げ、まち



づくりの調査研究を実施しているところです。今年度

中には、現在策定中の第７次総合振興計画に即した土

地利用とまちづくりの方向性を、全体構想としてお示

ししていきたいと考えております。 

 また、第２次都市計画マスタープランでは、コンパ

クトシティプラスネットワークの考え方を用い、公共

施設などの都市機能の集約化や、住みやすい居住空間

整備、各地区との交通ネットワークの強化などを描く

ものとしており、学園構想に基づく周辺の区域につい

ても、どのように設定していくのか検討する必要があ

ります。その中で特に、子育て世代や移住者への定住

施策は、重要な課題の１つです。例えば、よつば団地

などは子育て世代の定住対策の一例であり、需要も多

い状況にあります。 

 尾花沢に長く住み続けていただけるような施策が必

要ですので、安価な宅地分譲や空き家のリノベーショ

ンによる活用、高齢者向けケア付き住宅、さらには提

案の戸建て定住促進賃貸住宅など、多様な施策を考慮

しながら、現在策定中の都市計画マスタープランの中

でお示していきたいと考えております。 

 次に、新型コロナウイルス感染症緊急対策の評価と

継続性についてですが、尾花沢市緊急対策は第８弾76

事業を実施し、経済支援、感染拡大防止、市税等猶予、

免除、経済活動回復、医療等提供体制の強化、政府の

緊急経済対策、山形県の緊急経済対策に取り組んでき

ました。国、県の感染対策に加え、尾花沢市の地域性

に合わせた独自の感染対策を実施し、事業の進捗状況

を検証しながら有効な事業に予算を追加してきました。

緊急対策を講じてきたことによって、収入が減収した

世帯、雇用の維持が厳しい企業、客足が減少した店舗

等に対し一定の手助けができたと認識しています。 

 議員の皆様からも、さまざまなご提案、ご要望をい

ただき、他市に勝る多種多様な対策を取ってきたとこ

ろです。 

 現在、感染が再拡大している中で、ＧＯＴＯキャン

ペーンには賛否両論があるものの、景気回復を目指し

た国、地方自治体の対策により、個人消費などの経済

活動は増加してきています。今後は、感染拡大の状況、

経済動向、財政状況を見定めながら対応せざるを得ま

せんが、国においても本市においても財政状況が厳し

いという現実を見据えながらも、命と暮らしを守るた

めに、さらなる感染拡大防止や生活困窮者への支援と、

経済活動の活性化の両面から支援していかなければな

りません。また、コロナ禍というピンチをチャンスに

変える、ウィズコロナ、アフターコロナに向けた対策

を実行していくため、国に対して財政支援を要望して

いくことも必要と考えています。 

 議員の皆様においても、県選出国会議員に財政支援

の要望活動をしていだだきますよう、お願いをいたし

ます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 星川議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 それでは自席より、順次再質問させていただきます。 

 地域おこし協力隊、２隊員におきましては、ちょっ

と毎年課長が代わりまして、大変不安だったというふ

うに私は思っています。そうではありますけれども、

両隊員とも本市への定住を望んでいるというふうにお

答えいただきまして、まずは安心した次第であります。 

 佐藤隊員が来年の９月までということで、佐藤隊員

は主に農業を中心に活動をされておられますけれども、

退任後農業で生活していけるかという不安もあると思

います。そういう意味で当局は、佐藤隊員退任後の関

わりをどのように考えておられるのか、具体的にお答

え願います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 定住応援課長。 

◎定住応援課長（有 路 玲 子 君） 

 お答えします。佐藤隊員は農作物や山菜等の生産、

販売、これらの６次産業化、また田舎暮らし体験等を

生業としていくことを目標に掲げ、現在活動を行って

おります。退任後であっても、市や県などが実施して

います各種助成制度の紹介や、専門的なアドバイザー

等につなぐなどして、必要に応じて佐藤隊員が定住に

結び付く支援を引き続き行っていく考えでおります。

以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 星川議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 佐藤隊員、いろいろな分野で活躍されていると。山

菜、もしくは６次産業、あとゲストハウス等々ですね、

これから先に向けても、きちんとした考えを持ってお

られるなというふうに今思いました。市も考えている

とは思うんですけれども、やはり１人で生活していく

のは大変だと思います。その辺やっぱり、私たち議員

も目をしっかりと向けて、どんなことができるのか、

そういうことも含めまして一緒に、佐藤隊員のことを

見守っていけたらなというふうに思いますので、よろ

しくお願いします。 



 次、久保田隊員についてお伺いいたします。久保田

隊員はですね、ドツキ市やグースカフェでの実質的な

経営を行っているわけですけれども、退任後の施設使

用の点が気にかかるところでございます。当局は久保

田隊員に対して、どのような説明を行っているのか、

お伺いしたいと思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 定住応援課長。 

◎定住応援課長（有 路 玲 子 君） 

 お答えします。久保田隊員は現在、徳良湖オートキ

ャンプ場内にてカフェの運営を行っており、退任後も

引き続き同じ場所で、カフェを運営していく計画でお

ります。退任後の施設使用に関しましては、徳良湖オ

ートキャンプ場の指定管理者である、株式会社尾花沢

市ふるさと振興公社の中で、独立採算性が取れるよう

な方向性で話を進めていくという説明を本人にしてご

ざいます。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 星川議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 グースカフェ、私も月１ぐらいでは顔出させてもら

って、特に私甘いものは食べないんですけれども、パ

フェですね、季節ごとにパフェ、いろんなもの、果物

を使ってやってますんで、それをまず変わるごとに食

べさせていただいております。あとコーヒーも結構私

好みのコーヒーでですね、セットでいつも食させてい

ただいております。公社が協力して、これからも行っ

ていくということであります。その辺も十分久保田隊

員に対してもですね、彼女結構徳良湖に対して、強い

気持ちを持っていらっしゃいます、久保田隊員。ぜひ

その辺も汲んでいただきまして、もちろん皆さんのご

利用も当然でありますけれども、一緒になって、彼女

を支えていけたらなというふうに思っています。よろ

しくお願いします。 

 あと副市長にちょっと、お尋ねいたします。矢越の

シェアハウスや、ふるさと振興公社の観点からも、２

隊員とは関わりが深いのかなというふうに思われます。

委嘱期間終了後のアフターフォロー、どのように考え

てらっしゃるのか。またどのような関わりを築いてい

くのか、お聞かせ願います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 副市長。 

◎副市長（石 山 健 一 君） 

 ただ今の２隊員に対する委嘱期間終了後のアフター

フォローなり、関わり方っていうふうなお話でござい

ました。直接その話に入る前に、先ほどシェアハウス

の話もございましたので、若干ちょっとご紹介申し上

げながら、お話をさせていただきたいと思います。 

 そもそも地域おこし協力隊はですね、私は協力隊の

皆さんからの視点でものを見ていくとですね、やっぱ

り自分の将来に、この尾花沢の地で、自分の将来の夢

とか、あるいは思い、どういうふうに実現して、ここ

に定着していくのかと、まずこういう思いがあると思

います。それから、それらの地域の人と交流すること

によって、一種の、何と言うんですかね、化学反応と

言いますか、それが地域に新しい風を生んで、それが

こう地域の元気になっているというふうな、こういう、

非常に、本人にとっての将来の夢の実現、それから地

域にとっての新しい風、こういうふうな２つの面があ

ると思います。佐藤隊員、久保田隊員ですけれども、

矢越のシェアハウスということで、実は私の隣にござ

いまして、これまでですね、二方には、集落行事への

参加はもちろんなんですけれども、例えば、そば打ち

の会とか、あるいは星空を見る会とかですね、非常に

高齢者が多いんですけれども、高齢者の居場所づくり

などにも、すごく貢献していただきました。この間、

その前の古瀬隊員にはですね、絵画の展覧会を開いて

いただきました。今までの矢越では考えられない、非

常にこうみんなですね、シェアハウスで、隊員が来て

いただいて本当に良かったということで、集落民一同

大変感謝をしている次第であります。 

 こういうふうな隊員の活動に対して、市のバックア

ップということなんですけれども、先ほど３年間のと

おっしゃってましたけれども、プログラムとして、１

年目はやっぱり尾花沢を知っていただく、２年目は自

分の夢をきちんとこう探してですね、将来を見据えて

いただく。３年目は具体的にそれを実現するための定

着の準備、具体的な準備をしていくと。こういうふう

なことで３年間を過ごしていただきたいということで、

さまざまこうバックアップしてきたというところなん

ですけれども、委嘱期間終了後ということになります

けれども、基本的にですね、やはり協力隊の方々が、

こう地域に果たす役割はものすごく大きいと私感じて

おります。ですので、協力隊の方々が終了後もこの尾

花沢でですね、しっかりとこう活躍していけるような

バックアップは、今までと変わらないスタンスでやっ

ていきたいと、やっていかなければいけないというふ

うに思ってます。 

 具体的にバックアップ内容、フォローの仕方という

ことになるんですけれども、委嘱終了後はやはり、今



の協力隊、市に属した協力隊とはまた違って、独立起

業するわけですので、基本的には独り立ちしてチャレ

ンジや活躍していただくと、そういうのは基本にはし

ますけれども、やはり先ほど課長からもありましたけ

れど、市としても常に見守りながらですね、困ったこ

とがあればいつでも相談にのって、お互いにですね、

一緒になって地域振興やっていけたらいいなというふ

うに思います。 

 またもう１人、加藤皓平さんという元隊員の方いら

っしゃいます。皆さんもご存知だと思いますけれども、

あの方の例が非常にイメージとして分かりやすいかと

思います。ご本人はプロのチェリストとして一線で活

躍されてますけれども、市民、あるいは小中学校の子

どもたち、コンサートとかあるいは地域イベントでも

参加していただいて、コンサートなんかもやっていた

だいております。実は、ふるさと振興公社のレストラ

ンでも、ディナーショーということで、公社とコラボ

して、そういう企画もやっていただいているというこ

とがございます。やはり独立後もですね、市や公社と

一緒になって、やっぱり地域の振興を担っていただけ

るような、そういうパートナーみたいな、そういう関

係というのは、非常に良い関係だなというふうに思っ

てますので、あの方の例だけは非常に良い例かなとい

うふうに思ってます。 

 佐藤隊員も農業関係、あるいはゲストハウスという

ことですけれども、尾花沢の農業とか、あるいはその

ほかの地域からの方との交流と、それから地元の方と、

人と人との交流、架け橋にもなると思っていますし、

久保田隊員については、まさにグースカフェと、それ

からドツキ市ということでございますので、徳良湖の

ですね、魅力アップと、それを発信するためにも、ぜ

ひ市と公社と一緒になってですね、歩んでもらいたい

なということを期待しております。 

 また、退任後なんですけれども、やっぱり１つある

のは、隊員同士のネットワークをもう少しこう強化し

たいなというふうに思っております。ＯＢとかＯＧ隊

員、現役隊員も含めてですけけれども、ネットワーク

をやっぱり構築してですね、各自の情報共有とか、自

分の活動に対する刺激を受けたり、あるいは逆に安心

したり、交流ができると思いますので、定期的な情報

交換の場ということも含めてですね、隊員の方々から

いろいろお話、ご意見も聞きながらですね、そういう

こともできたらいいなというふうに感じております。 

 市としましてはですね、このような、今申し上げま

したようなことを踏まえてですね、今後も協力隊とし

てはですね、委嘱期間終了についても、しっかりとア

フターフォローと、あるいはバックアップしていきた

いというふうに思っております。以上でございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 星川議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 副市長からは力強い言葉をいただきました。その中

でも、隊員のネットワークを図っていきたいという、

すばらしいご提案ございました。私も、それはもちろ

ん本当に重要だと思いますし、あと就農者、新規就農

者で、県外から新規就農者来られている方がたくさん

おります。そういうネットワークもですね、ぜひ一緒

になってやっていただけたらなというふうに思います。

本当に退任までですね、残りわずかでございます。み

んなで力を合わせて、そしてこの尾花沢のために定住

をしてくれるということなので、皆さん一緒になって

彼女たちを支えていけたらなというふうに思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

 あと地域おこし協力隊の募集内容と、今後について

でありますけれども、銀山温泉観光振興支援業務１名、

森林経営管理業務１名に対して、複数名の申し込みが

あるという答弁でございましたが、これはあれですか、

やはり１人ずつの採用になるということですか。その

辺お答え願います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 定住応援課長。 

◎定住応援課長（有 路 玲 子 君） 

 今のところ１名で募集しておりますが、その後につ

きましては、担当課と協議して検討してまいりたいと

思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 星川議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 複数名募集に対して、今のところ１名募集というこ

となので、いきなり２名、３名ということはいかない

かもしれませんが、やはり１人で業務をやってても、

なかなか起業する時に、１人でじゃあ起業できるのか

っていう、すごいその辺はちょっと考えさせられると

ころがありますので、ぜひ仲間、もし今年１名だとし

ても、来年もう１名追加するとかですね、そういうふ

うにやっていただけたらなというふうに思います。 

 そして先月でありますけれども、遠野市さんのほう

に行政視察のほう、行かせていただきました。その中

でも興味深かったのが、企業型地域おこし協力隊につ

いてということで、学ばせていただいた点です。法人



さんのほうにですね、隊員の募集及び選考業務を委託

しまして、インキュベーション、すなわち事業の創出

や創業を支援するサービス活動を行わせるということ

です。よって３年間の活動後は、当地で起業して生活

できる環境づくりをするというものでありました。私

は徳良湖にお金を置いていっていただける観光業が必

要だと考えております。市長がお考えになっている花

畑は、維持経費だけが掛かって、お金や雇用は生みま

せん。よって徳良湖観光業を目的とした企業型の地域

おこし協力隊の募集をかけてはと思いますが、いかが

でしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 定住応援課長。 

◎定住応援課長（有 路 玲 子 君） 

 お答えします。先月、総務文教常任委員会の行政調

査に、定住応援課職員も同行させていただきました。

遠野市で行っている企業型地域おこし協力隊事業は、

企業活動を支援する専門の業者に、市が地域おこし協

力隊の隊員の募集や育成を委託するものであります。

どのような分野で起業するかについて、委託元の市か

ら業者へ要望することも可能であると聞いております。

その中で、徳良湖の資源を活用し、観光を生業とした

起業も可能性としてあると考えられます。今後本市に

おける企業型地域おこし協力隊事業の導入の検討と併

せ、徳良湖観光目的とした企業型の地域おこし協力隊

の可能性についても、今後関係課とともに検討してま

いりたいと思います。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 星川議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 やはり、徳良湖でいいますと、今公社に委託してい

ます。しかしながら、施設があって、公社に委託して、

その収入しかないということであります。徳良湖自体

を１つの観光地として見た場合に、やっぱりこの久保

田隊員のように、ここをなんとかしたいと、ここを盛

り上げたいっていう人がたくさん生まれれば、そこに

やはり１つの会社ができてもおかしくないのかなとい

うふうに私は思っているところであります。ぜひです

ね、その辺、私もこれから一緒になって勉強していき

ますので、ぜひ一緒にやっていけたらなというふうに

思います。よろしくお願いします。 

 次、地方分権改革に係る提案募集方式についてであ

ります。提案募集方式、または手上げ方式を取り組ん

だ事例がないということであります。これは平成31年

３月定例会一般質問において、２年近く経過するわけ

であります。その中で私たちの政務活動の一環として、

内閣府にて提案募集方式を学んできたわけであります

が、議員からは受け付けないということでありまして、

当局に対して資料を提供した経緯があります。にも関

わらず、１つとしてチャレンジしてないというものは、

いかがなものかと思いますが、当局のお考えをお伺い

いたします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 総合政策課長。 

◎総合政策課長（加 賀 孝 一 君） 

 ただ今の件でありますけれども、先ほど市長の答弁

のとおり、この２年間につきましては、具体的な提案

がないところであります。ただこれまで、水利権の取

得に向けて、県等の関係機関のほうと調整を何度もし

た経験がございまして、水利権に関する国のハードル

が高く、提案の実現までいたっていないというのが事

実でございます。まず具体的な提案を行うには、その

制度の仕組みについて、職員が正しく理解すること。

あと実務の中で、市民生活に影響がある事実はないの

か。そして課題があれば、解決するにはどこをどうす

れば良いのか。これを日々の業務の中で考えていく必

要があると考えております。実際に、さまざまな事業

を進めるに当たりましては、法規制、例えば水利権も

ありますし、農振除外等もございます。こうしたこと

がハードルとなって、なかなか前に進めないものがご

ざいます。こうした法的な課題をピックアップしなが

ら、規制緩和等を訴えていくことが必要と考えており

ます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 星川議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 中央に対する権限移譲規制緩和、当市が抱えている

のはやはり、水利権取得かなというふうに思います。

平成26年にですね、愛媛県が水利権を取得したいとい

うことで提案していることですが、対応不可という回

答を得ているということで、そこからなんかストップ

しちゃっているのかなって私は気がしています。しか

しながら、やはり尾花沢市は特別豪雪地帯でもありま

すし、やはりほかの地域とは違うわけでございます。

ですから地域の手上げ方式とかができる地域なのかな

というふうにも思っています。行政改革、規制改革担

当大臣は、縦割社会を打破するというふうにも力強く

仰っていますので、まずクリアしなければならない点

はあるんでしょうけれども、内閣府では、地方公共団

体職員をはじめ、地域づくり等に関わり、提案募集方



式の活用可能性のある大学、住民、事業者等のさまざ

まな団体と協働し、研修やワークショップを実施して

いますというふうにあります。ぜひですね有効に活用

してでいただきたいと思いますが、総合政策課長いか

がでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 総合政策課長。 

◎総合政策課長（加 賀 孝 一 君） 

 提案いただきました件は非常に大切な部分かと思っ

ております。特に内閣府のほうで研修会、それからワ

ークショップ、こうしたものに、内閣府から講師派遣

いただけるということでございますので、そうした機

会を通じまして、国の方と本市の実情、直に聞いてい

ただく機会ができるのではないかと考えてございます。

ただですね、今コロナの感染症がまだ拡大している最

中でございますので、その収束後に、こうした研修会

のほう、内閣府にお願いしていければなと考えている

ところでございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 星川議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 ぜひやっていただきたいというふうに思います。そ

してその結果をですね、また議員側にも報告していた

だいて、もしそれがだめであれば次の方法を考えなく

ちゃいけないと。やはり前に進むには、止まっていて

はだめです。なんかなんか進まないと。やっぱりそう

いうのは、ここでできないからもう終わりじゃなくて、

常に前を向いていかないと進んでいきませんので、や

はり流雪溝の水がなければ、流雪溝を作っても意味が

ないわけであります。とにかく水利権を取るにしても

３年の測量調査して、そのあと２年ぐらいまとめをし

て、だいたい５年ぐらいかかってしまうと。すごく時

間がもったいないし、３年後には再取得ですよね、再

申請じゃなくて、再取得しなくちゃいけない。またそ

れも面倒な話であります。そんなことをずっとやって

ては、いつまでたっても尾花沢は進みません。ぜひそ

ういうところから打破していかなければいけないとい

うふうに思いますので、ぜひ来年、実行に移していた

だきたいなというに思います。 

 次、ふるさと回帰、若者定住を図るにはいうことで、

ふるさと納税の一部を積み立てて、奨学金返還の支援

をしてはというご提案でございます。県とは別に、本

市もですね、今検討しているところではありますがと

いうことであります。しかし２年が経ってしまって、

その間に出生数が激減して、もっともっと首を絞めて

いるような状況にあります。今はまだ子どもたちがい

る時代だからこそ、尾花沢に帰ってきていただくよう

な施策を打ち出さなければならないと思います。です

から、山形県若者定住奨学金返還支援事業というのは、

県内に居住、就業し、３年継続すれば奨学金貸与期間

に一括で支払う制度であります。実際これがですね、

最高で26,000円かける48ヵ月分、最高124万8,000円で

ございます。４年間大学に行ったとして。ですからや

っぱり本市独自の上積みというのは、私必要だと思っ

ています。いち早くやはり事業化が必要だと思います

が、いかがでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 総合政策課長。 

◎総合政策課長（加 賀 孝 一 君） 

 今議員から提案された部分でございますが、若者定

着対策というのは、いち早く対応すべきものと考えて

いるところです。現在策定中でございます第７次総合

振興計画の中におきましても、若者定着は喫緊の課題

だと。この対策が当該計画の重点事項の１つと考えて

いるところであります。先ほど市長の答弁にもありま

したように、現在庁内の関係課において、奨学金の支

援対策、どういったところを対象にするか、支援内容

をどういうふうにするか等々につきましてですね、具

体的に協議を進めている段階でございますので、今の

段階でどうだというふうには言えないんですが、でき

るだけ早い段階で、そうした制度のほうが創設できれ

ばと考えているところであります。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 星川議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 やはり必要だから提案しているんであります。やは

りスピード感を持ってやっていただきたいなというふ

うに思います。ちょっとあと気になるのが、第７次総

合振興計画、尾花沢市まちづくりアンケートがありま

したけれども、住み続けたくない理由を拝見しますと、

やはり適当な職場が少ない、働く場が不十分と回答が

多かったように思います。尾花沢市企業懇談会が登録

されている企業さんだけでも65社あるわけでございま

すけれども、中高生や18歳以上の学生が、どんな仕事

があるのか理解していると思いますか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（永 沢   晃 君） 

 市民アンケートの結果についてでありますけれども、

働く場が不十分という回答につきましては、10年前が



56ポイントで、今回が35ポイントという形で、だいた

い21ポイントほど下がっているような状況になってお

ります。その中で、大きくは理解しているというふう

に捉えていいのかなというふうに思っております。た

だしそれを実感できるものとしては、まだ感じてない

部分でもありますので、今年度で４年目になりますけ

れども、18歳の子どもがいるご家庭のほうに、企業ガ

イドブックを全世帯への配布、または企業懇談会と協

力しながら、職場体験、または企業見学会、あとは経

営者と語る会等を開催しているというものを、今後と

もやっぱり継続をしながら、さらに実感ができるもの

として捉えられるようにしていきたいなというふうに

は考えております。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 星川議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 企業ガイドブックを作成して高校生に配布している

ということであります。私も拝見させていただきまし

た。でもなかなかそれが高校生や中学生の中に、なん

か沁みついてこないのかなというふうに見ています。

やはり第７次総合振興計画を策定する上で、ふるさと

回帰は必然的に謳わなければならないというふうに考

えております。近年、市内企業も人材の確保に大変苦

労しているとお聞きしています。地元企業に就職して

いただくための戦略として、準備金の支給など、施行

しなければならないと考えますが、いかがでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 総合政策課長。 

◎総合政策課長（加 賀 孝 一 君） 

 先ほどもお答えしたところでございますけれども、

現在策定中の７総の中でも、若者定着につきましては、

重点事項の１つとして進めていくべきものと考えてご

ざいます。若者のですね定着には、やはり教育機関、

そして企業、ここの連携が非常に重要であるというふ

うに考えてございまして、就業へと結び付く支援策が

必要ではないかと、関係課でも協議をしているところ

でございます。ただ具体的に準備金というふうな形が

いいのかどうかということもございます。企業のほう

と十分話をして、どういったところに支援すれば就業

していただけるのか話を詰めまして、具体的な制度の

ほうを考えていきたいと思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 星川議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 前向きに考えていらっしゃるなというふうに受け取

りました。やはり就労前の子どもたちには、魅力ある

尾花沢、住み続けたい尾花沢、しっかり打ち立ててで

すね、魅力ある企業がたくさんあるということを理解

していただくことが大切だと思います。市長は企業訪

問を積極的に行われています。企業を訪問して感じた

こと、戦略的なものがあれば短めにお話しいただきた

いと思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 ここまでに20社ですか、企業訪問させていただきま

した。特に今年の場合は、コロナ禍の中で、どういう

形で皆さんが対応してきて、そして困っている点はど

ういう点であろうかと。そしてまた雇用についてはど

うなのかと。来年の春に向けて、新規雇用を考えてい

るのかと。ないしは中途雇用というものを考えている

のかと。そういったところをお尋ねをし、さらには、

どういう人材を望んでますかというふうにお尋ねしま

すと、格別どこそこの大学を出てるとか、高校はどこ

そこでとか、そういうのは一切関係ないと。あくまで

も人とのコミュニケーションを取れて、そしてやる気

のある人を望んでいると。新規就農についても募集は

かけておりますが、やはり企業によってちょっと温度

差があるという状況にございました。そしてそんな中

で、市が今回、コロナ対策、いろいろ取りましたけれ

ども、その点についても、非常に皆さん理解をなさっ

ておりまして、いろんな各種の支援対策に対して、皆

さんが取り組んでこられたということについては、私

らもほっとしたところでございました。もちろん若い

人たちがふるさとへ帰ってきて、そして尾花沢に定着

してもらう、定住してもらうっていうのはすごく大事

でございます。企業の皆さんと今後ともですね、随時

連携を深めながら、そしてまた随時、いろんな懇談会

を重ねながらですね意見交換をやっていった上で、市

として取り組むべきところをしっかりと担っていく、

そういう対策を取っていきたいというふうに思ってい

ます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 星川議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 ぜひお願いしたいと思います。やはり企業と言いま

しても、やっぱり尾花沢、優良企業、たくさんござい

ます。その理解度がまだ子どもたちには足りないのか

なという部分もありますので、やはり積極的な説明、

企業自体も、高校生たちのほうに行って説明している



会社もあるようです。やっぱりそういうところも重要

だと思いますし、ぜひ魅力ある尾花沢の会社を、どん

どん、自分が行きたいと思わせるようにしていただけ

たらなといふうふうに思います。時間がないので、ど

んどん進みたいと思います。 

 次、定住促進賃貸住宅戸建住宅の実証ということで

ございます。この件も以前より議員から提言があった

件だと思います。今回都市計画マスタープランや立地

適正化計画との関連性も高いことから、十分考慮した

用途区分や土地の確保を行っていただきたいというふ

うに思いますが、建設課長いかがでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 建設課長。 

◎建設課長（齊 藤 孝 行 君） 

 お答えいたします。先ほどの市長の答弁にもござい

ましたが、定住政策は非常に重要な課題の１つであり

ます。星川議員ご提案の一戸建ての定住促進賃貸の住

宅ですとか、あとは高齢者のケア付きの住宅など、さ

まざまご提案をいただいております。そのような多様

な政策を考慮しながらですね、居住区域や、あるいは

用途区域など、土地利用については、関係機関と連携

しながら、現在策定中であります都市計画マスタープ

ランの中で検討してまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 星川議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 やはり、尾花沢を良くするためには、スピードアッ

プ化を図らなければならないと思います。私たち議員

もそうですけれども、市長をはじめ、当局の方にはそ

のことを念頭において、日々仕事に就いてほしいと思

います。 

 次に移りたいと思います。次、新型コロナウイルス

感染症尾花沢市緊急対策の強化と継続性についてでご

ざいます。現在までの76項目にも及ぶ事業の有効性に

ついて、検証、評価についてありますが、私は一定の

評価をいたしております。当令和クラブが新型コロナ

ウイルス感染症に係わる要望書を、４月21日に具体的

に提示させていただきました。臨時休校に伴い、昼食

費やごみの増量など、家庭の経済的負担が増加してい

ることから、小中高生１人に対して、給付金20,000円

を支給することとしたのに対して、当局側は10,000円

の元気おばね商品券を支給、放課後児童クラブの利用

料の減免、雇用調整助成金の申請代行料の補填、あと

各事業者に対して事業継続化応援支援金の給付、元気

おばね商品券のプレミアム率を15％から30％に拡充、

おもいやりタクシー券、福祉タクシー券12枚を追加交

付するなど、ほぼほぼ実現していただきました。また

市の独自の支援策としては、おうちでお店ごはん事業

というのがありました。いわゆる出前券でありますけ

れども、毎月改定を重ねて、飲食店からも市民からも

喜ばれる事業であったと思います。私も商店街や飲食

店に聞き取りを行い、助かるというお言葉が多かった

ように思います。市長の耳にはどのように入ってます

でしょうか。短めにお願いします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 市民の皆さんからも、ありがたかったというふうな

ことで、毎月してもらわんねのかと、いうのもありま

した。でも５月、６月、７月で終える予定のものを、

８月もやらせていただいて、今回12月にまたやらせて

いただきました。お店の皆さんからも、普段おいでに

ならないお客さんまで来ていただいて、非常にお店の

ほうでも助かったと喜びの声が届いております。そう

いうふうなことも踏まえてですね、市民の皆さまに喜

んでいただける、本当に良かったなというふうに思っ

ております。今後とも考えていきます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 星川議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 これからもですね、まだまだコロナ続くわけでござ

います。いろんな対策をしなくちゃいけないなという

ふうに思います。それで、コロナ禍続く中でですけれ

ども、先月11月13日に、商店街協同組合から、市長と

議長あてに、元気おばね商品券販売における要望書が

提出されました。プレミアム率を15％から30％に上げ

たことと、新生活様式に伴う往復はがきによる希望を

募る販売方法によって、公平かつ平等に利用していた

だけたと、高く評価するとともに、市民が市内で消費

するきっかけになったと、改めて気付いたことは、本

当に喜ばしい限りであります。地域経済分析システム、

リーサスの地域経済循環率のデータを見ても、尾花沢

市の場合、稼いだお金が市外に流出することが分かっ

ております。市長は、本市の内需拡大や消費拡大につ

いてどう思ってますでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 まず、商品券につきましては、市内で皆さんに活用



していただくというのが、私らも１番の狙いでござい

ますし、商店街の皆様方も本当に１つでも多く市民の

皆さんに買っていただきたいという気持ちは、ずっと

持っているわけでございますので、そのためには、確

かに消費する皆さんが、所得が上がることが一番良い

という形になると思いますけれども、このコロナ禍、

どういう形でそれを実現できるのか。はたまた私らが、

子育て支援の関係で、どういうふうな支援をしていけ

るのかというのを、まだまだ今後とも考えていかなき

ゃならないと。第３波以降、非常に厳しいものがまた

来るんじゃないかと思います。そういったことも含め

て、来年度の予算についてもですね、地方交付税が減

額になるというふうに言われておりますし、それから

市民税も大幅に減少するというふうになっております。

今後特交関係での各議員の皆様方の、県選出の国会議

員に対する働きかけのほど、よろしくお願いを申し上

げます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 星川議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 時間がなくなってまいりました。最後の質問にした

いと思います。 

 今第３波ということで、学校でですね、クラスター

も出ている県もあるようでございます。私が考えるに、

受験生を控えている中学校３年生の教室だけでも、次

亜塩素酸による空気清浄機や除菌付きの空気清浄機を

設置すべきと考えています。その辺、どうお考えでし

ょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 こども教育課長。 

◎こども教育課長（坂 木 良 一 君） 

 学校への空気清浄機の設置についてでございますけ

れども、現状といたしましては、各学校のほうで教室

に今設置されているというふうな状況ではありません

けれども、今回国のほうの感染対策について活用して、

各学校のほうで購入して数台設置されている、活用し

ているというふうな状況であります。 

 ３年生のほうの教室にというふうなことですが、現

在学校のほうでは、手洗い、手指消毒、マスク、換気

というふうなことで、今対応をしていただいておりま

す。そういったところをまず徹底していきながら、再

度学校側のほうとも、空気清浄機の必要性についてで

すね、今後の感染防止対策なども検討しながら、検討

していきたいというふうに考えております。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 以上で、星川薫議員の質問を打ち切ります。 

 次に12番 伊藤浩議員の発言を許します。伊藤議員。 

〔12番 伊藤 浩 議員 登壇〕 

◎12番（伊 藤   浩 議員） 

 12月定例会におきまして、一般質問の機会をいただ

きました。よろしくお願いいたします。今年１年を少

し振り返ってみますと、自然災害や新型コロナという、

新しいウイルスとの戦いに追われた１年だったのでは

ないかなと思います。中でも、新型コロナウイルスは、

世界中の人々の生活に大きく影響し、社会や経済に大

きな打撃を与えており、先の見出せない戦いが続いて

おりますが、決して新型コロナに屈することなく、収

束できる日が１日も早く訪れることを願いながら、通

告にしたがい質問に移らせていただきます。 

 １項目目でございますが、本市の基幹産業である本

年度の稲作について、３点お伺いをいたします。 

 １点目でございますが、冒頭触れましたが、今年は

大雨による自然災害や、いもち病が近年になく多発し

たこともあり、大きな減収が心配される状況であると

思いますが、市として、今年の作況をどう把握されて

いるのか、お伺いをいたします。 

 ２点目でございます。これらの被害に対する、減収

の被害に対する収入保険や、あるいは水稲共済、これ

らの補償の現状は今どうなっているのか、どう把握さ

れているか、お伺いをいたします。 

 ３点目でございます。今年度産米の売り渡し前渡金

は、一部の銘柄を除き、昨年実績比で１俵当たり

1,200円から1,500円の引き下げとありました。背後に

は、コロナ禍により米の消費が低迷し在庫量が増えた

ことがあります。また山形県の来年度の水稲の生産の

目安が、11月末に発表されておりますが、中身を見ま

すと、今年度比で約2.2％減となる、7,500トンを減ら

す目標設定がされております。このような状況を踏ま

えれば、米価の引き下げと、コロナ禍の因果関係は必

ずあると思っております。何らかの対策が必要と考え

ますが、当局の考えをお伺いいたします。 

 次の質問でございますが、来年度の予算編成につい

て、２点お伺いいたします。 

 １点目、年が明ければ新年度の予算編成が本格的に

始まる時期と思いますが、予算編成に当たっての柱を

どう捉え、なおかつ来年からスタートします第７次総

合振興計画の中に、どう位置付けようとしているのか、

お伺いをいたします。 

 ２点目でございますが、来年度予算の中で、学園都

市構想の具体的な事業展開をどう考えておられるのか、



お伺いをいたします。 

 ３項目目でございますが、まもなく本格的な降雪シ

ーズンとなることを踏まえ、今シーズンの除雪体制に

ついて、２点お伺いをいたします。 

 １点目でございますが、機械除雪による間口除雪の

マニュアル化についてお伺いをいたします。現在の運

用は、地区の区長さんや民生委員の方から参考意見を

聞きながら、該当する方を決めて、委託業者さんにお

願いしているとのことですが、広く市民の皆さんへ提

示ができるマニュアルが必要であると考えますが、い

かがでしょうか。お伺いをいたします。 

 ２点目でございますが、本年度の福祉除雪サービス

についてお伺いいたします。福祉除雪サービスにつき

ましては、今までいろいろな改善を加えながら進めて

きていただきました。結果、市民の皆さんにとってよ

り便利な内容になってきていると考えておりますが、

今年度の運用内容について、あらためてお伺いをいた

します。 

 以上、質問席からの質問とさせていただきます。答

弁を伺い、再質問をお許し願いたいと思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 伊藤浩議員より、大きく３点についてご質問いただ

きました。順次お答えいたします。 

 最初に、本市の今年の稲作についてお答えいたしま

す。 

 今年度産米の作況指数は、全国が99、県が104、村

山地方が104と公表されました。本市では、県農業技

術普及課から、農業経営者の肥培管理手法による個人

差や、いもち病が顕著にみられた地域があったことに

よる地域差、７月豪雨で被災を受けた最上川沿線地域

などの要因から、収穫量の個人差はあるとのことでし

たが、全体では、平年並みから、やや良との見解が示

されたところです。 

 また、市が行った集荷業者への聞き取りから、いも

ち病が多かったことと異常気象の影響から、作況指数

に見合う集荷量は確保できない見込みとの話もありま

したが、ＪＡを含めた10月末現在の集荷状況は、うる

ち米で前年比384トン増の7,019トンとなりました。個

人差や地域差があるものの、市全体として平年並み以

上の収量が確保できるものと見通しています。 

 農家個々が選択して加入する農業共済補償制度のう

ち、収入保険のほかは水稲共済５種類の加入方式があ

り、本市農業者の加入状況は、収入保険が62戸、水稲

共済のうち一筆方式が154戸、半相殺方式が744戸、全

相殺方式が５戸、品質方式が31戸、地域インデックス

方式が14戸です。 

 ７月豪雨で被災した地域の補償に向け、山形県農業

共済組合に、被災された地域の概況把握及び損害評価

を実施し、共済金が早期に、また的確に支払われるよ

う働きかけを行ったところ、11月30日に開催された尾

花沢市営農指導連絡協議会で、一筆方式の支払いが完

了したことと、そのほかも12月中の支払いに向け準備

を進めているとの報告がありました。 

 所得が減少した場合に支払われる収入保険は、自然

災害をはじめ病害虫被害など、さまざまなリスクに対

応している保険ですので、農業関連団体と連携を図り

ながら、農家に周知を図り、リスク軽減のための取り

組みを行ってまいります。 

 今年度産の米価と新型コロナウイルスとの因果関係

についてですが、国が９月に７月末現在の動向を公表

したところによれば、巣ごもりによる家庭消費量が増

えているにも関わらず、不要不急の外出自粛要請や外

食産業の営業自粛等を受け、外食向けの米の需要が停

滞しているとのことでした。また、６月末現在の主食

用米の民間在庫量は200万トンで、前年に比べ5.8％多

い状況でした。このような状態が継続したことで在庫

量が減らず、今年度産米の換算金が、銘柄によっては

昨年より１俵当たり1,500円程度低くなったものと推

察しています。こうしたコロナ禍においても、集荷業

者が米の全量買い取りをしていただいているとのこと

で、この点については安堵しているところです。 

 また、９月定例会で答弁したとおり、米価の下落が

コロナ禍によるものであれば、減収額の補填を行い、

生産者の営農継続を後押ししていく必要があると考え

ております。しかし、現時点では換算金のみが支払わ

れた状態であり、今後の集荷業者の米取り引きに伴う

中間払いや、精算払いの動向を見極めないと、コロナ

禍の影響による減収額を算定できない状況です。今後

は、コロナ禍を起因とする米の減収は全国的な課題で

すので、減収額などを見ながら、関係機関や集荷業者

と連携して国、県に対し支援の働きかけを行ってまい

ります。 

 次に、来年度の予算編成についてお答えします。 

 総務省の概算要求においては、一般財源の総額につ

いて、令和２年度地方財政計画の水準を下回らないよ

う、同水準を確保するとしていますが、地方交付税は

対前年比2.4％減と示されています。また、新型コロ



ナウイルス感染症の影響による市税の減収が見込まれ、

一般財源の確保が例年以上に大きな課題となっていま

す。このような中、令和３年度予算は、このまちに住

んでよかった、暮らしてみたいと思えるまちづくりを

強力に進めるための予算とし、予算編成を進めてまい

ります。 

 予算編成においては、現在策定中の第７次尾花沢市

総合振興計画を実現するため、若者の定着と子育て日

本一のまち、地域資源を生かした活力あるまち、みん

なが元気に暮らせるまち、雪や災害に強いまち、互い

に支え合い誰もが活躍できるまちの５本を柱とし、各

施策を推進するために不可欠な事業に、果敢にチャレ

ンジし、新たな政策展開を着実に始動させる取り組み

を重点化していきます。 

 特に、新型コロナウイルス感染症により生活様式が

見直され、産業構造が変化する中、デジタル技術を活

用した行政サービスや事務の効率化を目指し、市民の

申請書簡略化や脱はんこの推進、情報通信技術を活用

した産業振興や定住対策などの政策検討を行います。 

 また、近年頻発する豪雨災害や豪雪災害への対応、

さらには新型コロナウイルス感染症対策として、新し

い生活様式を定着させ、感染拡大防止に努めながら経

済、社会活動を段階的に引き上げるなど、市民の生命、

生活、雇用を守りながら、第７次総合振興計画を着実

に実現するための予算とします。 

 次に来年度予算の中で、学園構想を具体的にどこま

で進める計画かについてお答えします。 

 ９月定例会では現在の進捗についてお答えしました

が、今年度は保育所と小学校を一体的に整備すること

に加え、学校教育検討委員会の、中学校を小学校に隣

接し、可能な年度で建設することが望ましいとの提言

内容に沿った検討を進めるため、学園構想の実現に向

けた候補地となりうる場所の抽出作業に取り組んでお

ります。 

 来年度の取り組みについては、現在策定中の都市計

画マスタープランにおいて、まちづくりの観点と併せ

て、子どもたちの教育環境の視点からも検討する必要

があります。現段階では、今年度抽出される候補地と

なりうる場所について、追加の調査を考えております。

抽出された場所について、学校施設を建設する際の建

築条件の把握や周辺道路の規格、各地区からのアクセ

スなどについて整理したいと考えております。 

 なお、尾花沢小学校の老朽化や想定を超える急激な

少子化によって、部活のチーム編成ができないなどの

課題に直面しており、学園構想は、子どもにとっての

教育環境はどうあるべきか、子どもたちの学びの場と

してどうあるべきかを議論しながら進めたいと考えて

おります。教育委員会では、学校教育検討委員会より

出された提言書について、市民の皆様からご意見をお

聞きするため、意見交換会を開催し子どもたちのこと

を最優先で考えて欲しいなど、幅広いご意見を頂戴い

たしました。学園構想を実現するにあたっては、地域

の皆様や議会とのコンセンサスを十分に図り、丁寧に

進めてまいります。 

 次に、今シーズンの除雪体制についてのお尋ねです

が、今シーズンの除雪体制について、除雪業務委託は

昨年度と同様に５工区体制とし、去る11月５日に入札

を行い、11月12日に契約を締結しました。また、11月

12日に除雪車出動式を開催し、今冬の安全安心な道路

交通確保を祈願し、除雪体制を整えたところです。 

 間口除雪とは、各戸の敷地と道路の境界に市道除雪

による固い雪をできる限り置かないように行う除雪と

しています。市民の雪に関する負担を軽減するため、

平成30年度より本格的に実施したところであり、今年

度も引き続き実施してまいります。 

 間口除雪のマニュアル作成についてですが、毎年、

除雪責任者会議を開催し、除雪の変更点や路線調書な

ど、除雪業務を実施する上での項目をお互いに確認し

ており、その中で、間口除雪についても場所や作業方

法について確認し作業に臨んでおりますが、マニュア

ルの作成までは行っていないのが実情です。 

 除雪は、降雪量が変化する中、限られた時間内での

作業となることから、効率的な作業と住民の皆様への

きめ細やかな対応を実施する必要がありますので、作

業マニュアルの作成については、これまでの状況を検

証しながら進めていく必要があります。さらに市民の

皆様が分かりやすいように、例えば、間口除雪の方法

をイラスト化したマニュアルを作成するなどして、見

える化を図りたいと考えていますので、皆様のご理解

をいただきながら、よりきめ細やかな除雪作業に努め

てまいります。 

 続いて、今年度の除雪サービス事業の進め方や運用

は従来どおりかとのことですが、今年度も昨年同様の

事業内容とし、該当される方にはすでに除雪券の交付

を行ったところです。また、除雪券の利用方法につい

ても、シルバー人材センターへ委託するもののほかに、

業者、個人、団体等での除雪について、同一の券で選

択可能となっております。 

 玄関から道路までの除雪を除雪券の対象としてはと

のご提案ですが、屋根の雪や軒下の除雪を含め、道路



から玄関までの除雪も本事業の対象となっております。

また、社会福祉協議会が行っている福祉ネットワーク、

福祉隣組の地域福祉協力員による玄関先の雪払いや、

軒下の除雪などの活動も行っており、引き続き活動を

援助できるよう体制づくりに努めてまいります。 

 高齢者をはじめとする要援護者宅の除雪については、

マンパワーの不足が深刻化しています。福祉ネットワ

ークの活動を充実させていきたいものの、支える協力

員も高齢化しており、協力員の確保もさらに難しくな

ってきており、また、除雪が必要な時期は集中するこ

とから、シルバー人材センターでも年々対応が厳しく

なってきており、今後の大きな課題です。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 伊藤議員。 

◎12番（伊 藤   浩 議員） 

 何点か再質問させていただきたいと思います。 

 まず、今年の稲作状況でございますけれども、思っ

た以上、量的には問題がなかったというふうなお答え

でございました。私の取り越し苦労で良かったなと思

いながらも、問題がないわけではないというふうに思

っております。答弁にございましたように、作況指数、

これについてはですね、確か３年ぐらい前だったと思

うんですけれども、ご意見を申し上げたことがござい

ました。今年度の村山地方が104の作況指数、やや良

でございます。ただご存知のように、このエリアはで

すね、山形市から尾花沢市までの全域でございます。

10月の中旬以降にですね、10ａ当たり単収の今年度の

収量実績が発表されました。作況指数104の村山地区

が635㎏の実績でございました。尾花沢から以北は今

度、最上ブロックと、最上エリアになるわけですけれ

ど、ここの実績が582㎏、10ａ当たり50㎏以上の差が

出ております。このように、やはり尾花沢は中山間地

域でございます。村山エリアよりも、やっぱり最上エ

リアに条件は、ことごとく近いのではないかなという

ふうに思っております。前回の時、山形県の農業再生

協議会の中でも、ぜひこの提案をしていただきたいと

いうふうな意見を出させていただきました。現在の状

況についてお伺いしたいと思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（岸   栄 樹 君） 

 作況指数についての関連したご質問についてお答え

いたします。 

 まず国が10月30日に公表した、令和２年産水稲の10

ａ当たりの予想収量、これは県内４ブロックごとに積

算されているもので、収穫量として、村山地域が635

㎏ということで、12月９日、昨日付けで確定したとこ

ろであります。また現在市が実施している経営所得安

定対策、こちらのほうでは、この収穫量とは異なった、

国から示されております尾花沢市の基準単収、こちら

のほうを用いておりますので、市内一律でこの単収に

ついては、10ａ当たり580㎏というふうな形になって

おります。この基準単収の積算方法なんですけれども、

農林水産省統計データに基づいて、直近７年の実績の

うち、最大と最小を差し引いた５年間の平均で積算さ

れております。議員仰せのとおり、平成30年６月の定

例会の一般質問の際に、伊藤議員に答弁させていただ

いたとおり、本市において平場と山間部では、収量に

開きがある状況も理解しておりましたので、この基準

単収の取り扱いに関して、東北農政局と意見交換を行

った経過がございます。農政局のほうからは、尾花沢

市の基準単収としては、今後とも統一の数値を活用す

るが、尾花沢市独自の運用として、基礎的なデータの

積み上げが可能であれば、地域別に基準単収を設定し

ても可であるとの見解が示されたところです。これは

ですね、農業者が米を生産した際、正確に生産量を申

告するなどして、またそれを把握管理することが必要

となり、またそれを集約させるための管理システムを

構築しなければならないということになります。生産

者や集荷業者さんに、さらなる負担を強いることにな

るんではないかなと。また現在市で活用させていただ

いております水田管理台帳、こちらのほうは、山形県

農業共済組合の管理システムを使わせていただいてお

りますので、米の生産量を管理できるシステムへの再

構築、かなりハードルが高いものというふうに考えて

おります。市内でも収量の地域間格差があることを鑑

みますと、今後とも実際に即した基準単収となるよう

に機会を捉えながら、現場の声を届けていきたいとい

うふうに思っておるところでございます。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 伊藤議員。 

◎12番（伊 藤   浩 議員） 

 やっぱり今答弁にもございましたように、例えばで

すね、私の田んぼもありますけれども、これのいわゆ

る基準単収、共済なんかに、どのぐらい補償していた

だけるかというような部分になるんですけれども、そ

れでみると、やっぱり10ａ当たり520とか、良くても

550とか、そのぐらいのこうレベルがですね、非常に

尾花沢の場合多いわけなんです。ぜひ県のほうとも、



いろいろ今交渉していただいているお話ございました

けれども、例えばですね、やっぱりこの４つのエリア

がどうしても動かせないというふうになれば、各市町

村ごとの補正率方式みたいな形でですね、出していく

のも１つの案ではないかなというふうに思います。ぜ

ひそんなことも含めて、今後も米農家の皆さん方がで

すね、適正な評価を受けられる内容にしていただきた

いというふうに思います。 

 ２点目の補償の部分、やっぱりなかなかこれも難し

い。はっきり表に出せないというふうな部分もあるわ

けでございますけれども、１つですね、大変個人的に

気がかりになってた、やっぱり７月の大雨災害で、最

上川氾濫して、田んぼにもろに現地視察をして恐らく

皆無だろうというふうなところございましたが、その

辺はどんな評価になったかという部分、もしお分かり

でしたらお答えください。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（岸   栄 樹 君） 

 ７月豪雨で被災した水田についてのお尋ねでござい

ます。共済組合さんのほうに被災後ただちに損害評価

と、先の市長答弁にもあったとおり、損害評価と早期

の保険金の支払いに向けた準備をお願いしたいという

ことで、再三働きかけをしたところ、11月中に一筆方

式だけではありますけれども、支払いが完了したと。

その他も12月中に手続きのほう、支払いのほうを行い

たく準備を進めているという回答をさせていただいた

ところであります。現地のほうなんですけれども、や

はり掛け方が、収入保険と、その他の５つの方式がご

ざいまして、それぞれやはり算定の方式が違うようで

す。それで一筆全損方式のものであれば、全てではご

ざいませんけれども、皆無と評価になった田んぼもあ

るというふうな話は聞いております。ただ面積につい

てはちょっと把握していないところでございます。以

上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 伊藤議員。 

◎12番（伊 藤   浩 議員） 

 共済もいろんな種類がございますので、なかなかこ

う正確に把握するというのはやっぱり難しい部分もあ

るんではないかなというふうに思いますけれども、ぜ

ひ今後も、いわゆる本当に被害の、誰がどう見てもで

すね、米は取れませんというようなところ、やっぱり

あったわけですから、その辺については、今後とも強

くプッシュしていただいて、皆さんが少しでも補償の

恩恵を受けられるような政策をお願いしたいというふ

うに思います。 

 ３点目、これが１番大きい問題かなというふうに思

いますが、つや姫だけは米価が据え置かれました。昨

年と変わっておりません。しかし、そのほかの銘柄は

最大1,500円、割合にすると11.4％の減少なんです。

収穫量的には問題がなかったかもしれませんけれども、

この売価のほうでこのぐらいの引き下げというような

ことで、稲作農家の皆さん、本当に大きな打撃だった

んではないかなというふうに思います。答弁にござい

ましたように、９月定例会で、この点についてお伺い

をいたしました。確かあの時はまだ今年の米価が決ま

ってなかったんですが、あの３、４日後、米価が発表

されたと記憶をしています。取引価格が、どう見ても

新型コロナの影響を受ける見込みであれば、新型コロ

ナ対策として検討していきたいという、市長の答弁を

いただいたわけですけども、先ほどお話しましたよう

に、来年の尾花沢、山形県全体2.2％なんですけれど

も、尾花沢で80haの田んぼが少ない生産の目標が出て

いるわけなんです。新聞報道を見ますと、やっぱりこ

の原因は、このコロナによる生産量の低迷というふう

なことでございました。この件でですね、ちょっと１

点確認させていただきたいんですが、その尾花沢で

80haの減収なんですけれども、率にすると3.3％の率

になっておりました。県平均で２％、やっぱり近隣の

ところを見てみましたら２％前後という数字だったん

ですけれども、尾花沢がちょっと大きいなと。この背

景について、お伺いしたいと思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（岸   栄 樹 君） 

 山形県から示されております生産の目安の減少割合

が、県平均よりも尾花沢市は大きいんではないかとい

うご質問ですが、こちらのほうなんですけれども、毎

年県から配分されている生産の目安と、実際に主食用

米を作付した実績、こちらのほうを相対的に勘案して

配分されているというようなお話を伺っております。

実績としましては、今年の主食用米の作付は、

2,357haで、生産の目安が2,455でしたので、96％の作

付実績ということで、今年の実績でございます。以上

でございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 伊藤議員。 

◎12番（伊 藤   浩 議員） 

 やはり県の指標でございますので、背景をきちんと



した裏付けがあるものというふうに、私もそれは理解

できるところでございますけれども、80haと口で言う

のは簡単なんですけれど、かなりの面積ですよね。ぜ

ひこの80haが本当に耕作放棄地になってしまったとか、

そういうことにならないように、来年度の生産目標の

中で十分検討していただきたいというふうに思います。 

 この件で最後に市長にお聞きいたします。コロナは

尾花沢だけの問題ではございません。山形県全体の問

題でもございません。全国の問題でございます。今ま

で申し上げたような、実際米を取り巻く環境が、こう

いうふうになっているのが今の現状です。ぜひ尾花沢

市が旗頭になって、コロナ禍の稲作に対するこれから

の対策をぜひ進めるような働きかけをしていただきた

いというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 先般、県庁行った時もそうでしたけども、尾花沢の

基幹産業は農業であり、これは言うまでもなく、県全

体でも農業がやはり主であると、そのことが話し合い

の中でなりました。ですから、今後考えれば、このコ

ロナ禍ではあるものの、いかにして農家の皆さん方が

生産気力を失うことのないような、やはりしっかりと

また取り組んでいただけるような、そういう対策をお

願いしたいという話もしてまいりました。今後考えた

時に、尾花沢市で農家の皆さん方が本当に米が売れな

いということではなくてですね、売れる米を、または

尾花沢の米でなきゃだめだと言ってもらえるような、

そういう米の活用の仕方も考えていかなきゃならない

と思います。現にふるさと納税の返礼品としても数多

く使われております。そういったことを含めて考えま

すと、本当に根強い尾花沢米の人気がありますから、

私どももそれを推し進めていく。そしてまた、市だけ

ではなくて、農協さんとも連携を図りながら、いろん

な形での要望を含め、働きかけをやっていくという気

持ちは変わりありません。よろしくお願いします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 伊藤議員。 

◎12番（伊 藤   浩 議員） 

 答弁の中に、これからの米代金の精算状況も見なが

らという部分もございました。米代金が完全に精算な

るには、早くても２年かかります。これが完了するま

で待っていられるお話ではないというふうに私は思い

ますので、ぜひ力強い対策をこれから進めていただき

たいというふうにお願いをいたします。 

 来年度の予算編成でございますけれども、答弁にご

ざいましたけれども、私もそう思っておりました。こ

のコロナ禍による私たちの自主財源が、どのぐらい減

ってしまうんだろうというふうな心配がまずございま

す。当局で今、この辺はどのように捉えられています

か。もしお分かりになってればお願いします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 財政課長。 

◎財政課長（髙 橋   隆 君） 

 先ほどの市長答弁の中にもありましたけれども、来

年度の一般財源の額は、非常に課題だと思っておりま

す。 

 まず１つ目としましては、先ほどあったように、普

通交付税の削減幅がマイナス2.4％となっております。

そのほか、国勢調査が行われましたので、それによる

人口減少によっても、普通交付税のほうが削減される

のかなと思っております。また加えまして、コロナ禍

の影響によりまして、法人税、それから入湯税のほう

も減るだろうし、それに合わせまして、来年度は市税

のほうの大幅な減収が見込まれるのかなと思っており

ます。総額的にいくらということはまだ弾いておりま

せんが、そういうふうな減少の要因があると思ってお

ります。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 伊藤議員。 

◎12番（伊 藤   浩 議員） 

 やはり今の時点で、その数字まで把握するというの

は、ちょっとまだ無理な状況なのかなというふうには

思いますけれども、やはり第７次総合振興計画もスタ

ートいたします。答弁にございました５本の柱、これ

をしっかりと進めていくことで、やはり我々の、尾花

沢の市民のサービスにも大きく向上する部分ではない

かなというふうに思いますので、これからいろいろ予

算編成も具体化なるかと思いますけれども、ぜひよろ

しくお願いしたいと思います。 

 ２点目の学園構想との関連でございます。これも９

月定例会で一般質問させていただきました。今年度は

いわゆる用地、面積として、７haから８ha、そのぐら

いの場所を何ヵ所か今検討しているというふうなこと

でございました。先ほどの答弁の中で、追加の調査を

来年度しなければいけないというような部分がござい

ましたので、これの背景についてお伺いしたいと思い

ます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 総合政策課長。 



◎総合政策課長（加 賀 孝 一 君） 

 お答えします。９月の時もお話しましたけれども、

７haから８haぐらいがだいたい必要になるであろうと

いうことで、そういったまとまった面積を取れる場所

はどこであるかと、それをまず抽出しましょうという

ことで今取り組んでいるところであります。なかなか

ですね、市街地で７から８haのまとまった土地という

のは限られてきているのかなというふうに考えており

ます。ただ面積だけでなくて、これから考えていかな

ければならないのは、先にもお話として出ているわけ

でありますけれども、やっぱり子どもたちにとって、

どういった環境が良いのかといったことも、大変重要

なことでありますし、あと各地区からのアクセス、こ

ういったものも非常に大事だということになります。

さらには、尾花沢市街地の中には活断層もございます。

そうしたものも全て含めた形で、具体的なところを抽

出していく必要があるであろうということでございま

して、そうしたところの条件と言いますか、そうした

ものをもう少しこう詳細に詰めていく必要があるであ

ろうということで考えているところであります。 

 具体的には建築の条件、あと道路のアクセス、あと

先ほど申しましたようなさまざまな条件含めた形で考

えていければなと考えているところであります。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 伊藤議員。 

◎12番（伊 藤   浩 議員） 

 今年の２月に、将来を展望した学校のあり方に関す

る提言書が出されております。そして先月、尾花沢市

保育施設未来予想図検討委員会の提言書も出されてお

ります。これからの尾花沢の小学校、中学校あるいは

保育施設について、市民の代表の皆様がそれぞれ具体

的な検討をしていただいて、提言書まで今来ている段

階でございます。保育施設未来予想図、これはまだ提

言受けて間もないということもございますけれども、

これからの展開について、どうされようとしているの

か、お伺いをいたします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（菅 原 幸 雄 君） 

 お答えいたします。議員からは未来予想図検討委員

会の提言書が提出されて今後の対応と、市としてどう

していくんだというふうなご質問だと思います。 

 先般、全協のほうでも、先日の産業厚生常任委員会

のほうでも、お話しさせていただきましたけれども、

年明け後に、各地区でまた意見交換をしながら、保護

者も含め地域の方々の意見をお聞きしたいと考えてお

ります。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 伊藤議員。 

◎12番（伊 藤   浩 議員） 

 市民の皆さんからのいろんな意見を聞きながら進め

ていくということは、もちろん大事なことでございま

す。また私が思ったのは、やっぱり市としての考え方、

これが基本にあって、皆様のいろんな意見をお聞きす

るということも必要なんではないかなというふうに思

いますので。実はある検討委員会のメンバーになった

方が、なんか丸投げされているような気がしないでも

ないというふうなお話聞いたこともございました。ぜ

ひ市の考え方というのが、やっぱりみんなが理解でき

て、それに対していろんな意見を出していただくとい

うことが、私は基本なんではないかというふうに思い

ますので、やっぱり子どもたちのことを最優先で考え

ながら、より良い学園都市ができるように、今後具体

的な進め方をお願いしたいというふうに思います。 

 ３項目目の除雪体制なんですけれど、やはりこれで

すね、間口除雪がスタートして、昨年はあのような少

雪ということもありまして、ちょっとあまりそのあり

がたみが出なかったんですけれども、一昨年からはや

っぱり全然違ってきたなというふうな感じはございま

した。ただ、なんかこう漠然とした部分で今やってい

るんではないかなという思いをこう持っておりまして、

やはり除雪作業に当たっていただく人も、どこまでど

うすればいいのかというふうな部分です。なかなかこ

う皆さん悩んでいる部分もあるようでございます。朝、

確か６時まで２車線を確保するというのが、除雪の条

件だったかなというふうに思いますので、時間的な制

約もある中でですね、やっぱり皆さんにちゃんとやっ

てくださいと、お願いはするにしても、やっぱり結果

的に少し問題が残ったというような部分もあるのかな

と。答弁にいただきましたけれども、ぜひこのマニュ

アル化について検討していただいて、市民の皆さんも

なるべく理解できるような、これは必要ではないかな

というふうに思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 １点なんですけども、いわゆる間口除雪というふう

な部分について、これも４年ぐらい前にお話したかな

というふうに思いますが、いわゆる除雪車そのものを

ハード的に改造することによって、間口除雪をスムー

ズにやるという１つの方法があるんではないかなとい

うふうに思います。私があの時提案させていただいた



のは、廃土板にサイドシャッターを、その必要な時だ

けサイドシャッターを落として、そこに雪を置かない

と。単純な理論なんですけれども、ぜひそういう考え

方もいかがかなというふうに申し上げたんですが、や

はり改造する費用がちょっとやっぱり大きいというよ

うなことで、見送られた経緯がございます。しかし、

尾花沢の業者さんで、実際もうそこに取り組んでおら

れる業者さんもおります。ぜひその辺を参考にしてい

ただいて、もう１回ですね、そのハード的な、機械的

に雪を取り除くというふうな考え方、進めていただけ

ればなというふうに思いますが、いかがでしょう。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 建設課長。 

◎建設課長（齊 藤 孝 行 君） 

 お答えいたします。伊藤議員の除雪車、ハードの部

分での改修も踏まえてというようなお話であります。

以前、伊藤議員のほうからも、そのような点について

ありました。やはり今予備車、あるいは散布車を含め

て57台で稼働しています。こちらを全て改造と言いま

すか、使用するとなると費用も掛かりますけれども、

今後ですね、調査研究させていただきたいというふう

に考えております。あと今の間口除雪につきましては、

オペレーターさんのほうで、まず道路のほうを１回掃

いて、また再度雪が脇に残ったものを掃いて、なるだ

け脇のほうに雪が溜まらないというような作業をして

いただいております。まず当面はそのようなソフトで

の対応をさせていただきたいと考えております。以上

です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 伊藤議員。 

◎12番（伊 藤   浩 議員） 

 やはりオペレーターの皆さんもですね、大変難儀さ

れている部分もあると思いますので、ぜひそのハード

的な部分、これから取り組んでいただくように、お願

いをしたいと思います。 

 最後ですけれども、福祉除雪サービス、これも先ほ

ど答弁にございました。ここに来て、また今までにな

い新たな問題が出てきたのかなというふうに思ってお

ります。やっぱりマンパワーの部分でございます。シ

ルバー人材さんもなかなか人がいないという話を、私

もお聞きいたしました。しかしながら、福祉隣組制度、

今全地区でやっていただいておりますけれども、やっ

ぱりその支援員を見てもですね、この人なんですかと、

この方なんですかと。やっぱり歳がもう逆に大きかっ

たというような事例もあったようでございます。ただ

やっぱり、お互いに助け合っていくというような基本

的な精神、これはなくしてまずいわけですので、ぜひ

今のシルバーさんも含めた中で、何ができるか、どう

いうことができるかということを、もう１回分析をし

ていただいて、ぜひ福祉除雪のほうも進めていただき

たいというふうにお願いをしまして、質問を終わりま

す。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 以上で、伊藤浩議員の質問を打ち切ります。 

 ここで、15分間休憩いたします。 

 

            休 憩  午後２時49分  

            再 開  午後３時05分  

 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 再開いたします。 

 この際申し上げます。本日の会議は時間を延長しま

すので、あらかじめ、ご了承願います。 

 次に10番 小関英子議員の発言を許します。小関議

員。 

〔10番 小関英子 議員 登壇〕 

◎10番（小 関 英 子 議員） 

 令和２年12月定例会通告にしたがい一般質問させて

いただきます。 

 １点目、空き公共施設管理と公用車管理対策につい

てお伺います。 

 昨年度の降雪は、記録にも記憶にも残る少雪でした。

例年であれば冬期間は、降雪があれば出勤してきた職

員で屋外に駐車している公用車の除雪を行っています。

職員の人数が少なくなっている中で、10人から15人の

職員が約１時間ほど除雪作業に時間を割くことは、職

員の負担も大きく、また少なからず市民サービスに影

響があると思われます。空き公共施設管理は計画の中

で優先度があると思われますが、公用車劣化防止のた

め、公用車の車庫と防災備蓄庫の併設型の施設が必要

と考えます。以下３点についてお伺いいたします。 

 １点目、耐震基準不足で使用不可の空き公共施設の

今後の計画についてお伺いいたします。 

 ２点目、公用車の車庫の現状で、現在車庫を使用し

ている台数と、屋外駐車状態の台数は何台になるかお

伺いいたします。 

 ３点目、今後公用車の車庫と防災備蓄庫を併設した

施設建設の考えはあるかお伺いいたします。 

 次に、ＡＥＤ屋外設置の推進についてお伺いします。

ＡＥＤ自動体外式除細動器は、突然心臓が正常に拍動



ができなくなり、心停止状態の心臓に対して電気ショ

ックを行い、心臓の動きを正常なリズムに戻すための

医療機器です。体調の急変で倒れて、すぐに119番通

報をしても、救急車を呼んでも到着まで平均8.6分か

かると言われています。そこで必要になるのが、一刻

も早い心肺蘇生であり、１分１秒でも早い対応が命を

救うことになります。市内のＡＥＤ設置場所は、平成

30年８月現在で67ヵ所となっていますが、現在、屋外

に設置されているＡＥＤはない状態だと思います。近

隣の村山市、東根市では、公民館、小中学校の屋外に

ＡＥＤを設置されています。以下３点お伺いいたしま

す。 

 １点目、ＡＥＤ設置場所で24時間使用可能なＡＥＤ

は何ヵ所になりますか。 

 ２点目、新型コロナ禍において、例年と比較してＡ

ＥＤ講習会の実施状況はどうかお伺いいたします。 

 ３点目、各小中学校や各公民館にＡＥＤの屋外設置

を今後どのように推進していくかお伺いいたします。 

 次に新型コロナ禍で、市民相談対応についてお伺い

いたします。 

 新型コロナ感染症対策で多くの対策が行われていま

す。約１年が経過する中、市民の方々の協力で感染を

抑えてくることができています。しかしまだまだ先が

見えない長期戦の状況で、メンタルケアの支援が必要

になってきていると思われます。今後の取り組みにつ

いて３点お伺いいたします。 

 １点目、新型コロナ感染症に関する差別や偏見に対

する相談の現状はどのようになっているかお伺いいた

します。 

 ２点目、緊急事態宣言下で外出自粛期間などにおい

て、ストレスの増加などから女性、子どもに対するＤ

Ｖなどの相談が増えていると思われます。以前と比較

してどのような状態かお伺いいたします。 

 ３点目、コロナ差別やＤＶ相談を含め、市民の方が

より相談しやすい環境を整えていくべきと考えます。

米沢市では相談直通ダイヤルがあり、相談を受け付け

ています。今後の取り組みをお伺いいたします。 

 次に、災害時の防災食対策についてお伺いいたしま

す。 

 災害時には水やガス、電気などのライフラインがス

トップすることもあります。自宅に水やカセットコン

ロを備えておけば、断水時に貴重な水を調理に使った

り、茹でるお湯として使い、調理器具を洗うこともで

きます。災害時などに安全面なども考えて便利なのが、

耐熱性のポリエチレン製の袋に食材と調味料を入れて、

袋のまま湯煎する調理法で、パッククッキングがあり

ます。ポリ袋は調理器具にもなり、食べる時には食器

代わりにもなります。備蓄食材等の賞味期限はおおむ

ね５年なので、有効活用されて、賞味期限が近づいた

ものは、自主防災会の研修会などで、参加者の方に試

供品として配られていると思います。次の３点につい

てお伺いいたします。 

 自主防災会の研修などでパッククッキングは実施さ

れているかお伺いいたします。 

 ２点目、小中学校で親子パッククッキング体験を行

って、普及してはいかがかお伺いいたします。 

 ３点目、備蓄食材、防災食に限らず、一般家庭の備

蓄食材を活用したパッククッキングのレシピを工夫し

て、周知、普及してはいかがかお伺いいたします。 

 次に食品ロス対策についてお伺いします。 

 新型コロナ禍で多くのイベントや歓送迎会などが中

止になり、宴会や会食の機会が少なくなっている中で、

テイクアウトや出前など、自宅での食事が増えていま

す。また買い物の回数を控えて、１回の買い物量が増

えがちになっているという方もいらっしゃいます。毎

月１回の冷蔵庫の点検、毎年１回の防災備蓄の点検を

行って、賞味期限、消費期限が近くなった食品の有効

活用を図ってはいかがでしょうか。２点お伺いいたし

ます。 

 １点目、食品ロスに対して、どのような取り組みを

実施しているかお伺いします。また、市内の飲食店で、

努力しながら取り組みを行っていると思いますので、

状況をお伺いいたします。 

 ２点目、食品ロスを削減するために、企業や農家と

連携して、フードバンク、フードドライブにもっと積

極的に取り組み、市民に認識してもらえるよう周知、

啓発し、食品ロスに対する市民の意識向上を図ってい

ただきたいと考えます。今後の取り組みをお伺いいた

します。 

 以上で、質問席からの質問とさせていただきます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 小関英子議員より、大きく５点について質問いただ

きました。順次お答えいたします。 

 初めに耐震不足の空き公共施設の今後の計画につい

てです。 

 旧耐震基準に基づき建築され、耐震強度が不足とさ

れた公共施設については、平成30年11月に策定した尾



花沢市空き公共施設解体計画に沿って、順次解体する

こととしています。解体については、近隣住民の安全

の確保、施設の老朽度、施設利活用との兼合い、解体

に要する予算規模から決定しており、計画的に順次解

体に着手しています。 

 計画では、令和元年度の旧荻袋保育園の解体から着

手し、閉校となった耐震基準を満たさない施設及び文

化体育施設研修棟の解体を令和７年度までに行う予定

であり、現段階では計画どおりの進捗となっています。 

 次に、公用車の車庫の現状についてですが、車庫に

入っている台数はバス１台を含む７台で、残りの35台

は、冬期間は除雪を考慮し、旧保健センター前に駐車

しています。また、降雪期は緊急時に使用する車両を

車庫に入れ、万が一の際にはすぐに出動できるように

しています。 

 次に、公用車の車庫と防災備蓄庫を併設した施設の

建設についてですが、今年の７月豪雨の際、大量の支

援物資が送られてきた時、輸送車両から迅速に搬入搬

出できるような、防災備蓄庫の必要性を感じたところ

です。また、車庫についても、冬期降雪時の職員の負

担軽減や、公用車の長寿命化のためにも、その必要性

を感じており、車庫と備蓄庫を併設することで、効果

的な運用が可能になると考えます。以前から申し上げ

ているとおり、引き続き建築方法や場所の選定に加え、

コロナ禍により厳しい財政状況となるため、有利な財

政措置が図られるかなど、総合的に判断していきたい

と考えています。 

 ＡＥＤの屋外設置に関するご質問にお答えします。 

 現在、市内のＡＥＤ設置場所は、把握しているもの

で69ヵ所となっており、うち24時間利用可能なＡＥＤ

は、夜間休日でも開所している事業所など11施設にそ

れぞれ１台ずつ設置されています。市所有の公共施設

については38ヵ所に設置していますが、利用可能時間

は施設の開館時間となっています。 

 次にＡＥＤ講習会の実施状況ですが、昨年の各種救

命講習会については、３時間普通救命講習会を19回開

催し、246名が受講、さらにそのほかの講習会を17回

開催し、573名の方が受講されています。 

 今年度の各種救命講習会については、４月の患者搬

送乗務員基礎講習会において８名が受講、また、10月

に開催されたミニ健康フェスタin上柳で35名の方の受

講に留まっています。 

 各種救命講習会は、屋内において多数の受講者が近

距離で接し、かつ共有の人形、ＡＥＤを使用すること

から、新型コロナウイルスの感染拡大を懸念し、現在

は講習会の開催を見合わせています。 

 新型コロナウイルス感染症が収束するまでは、総務

省消防庁がＷｅｂで一般市民向けに配信している、心

肺蘇生やＡＥＤの使用方法などの応急手当動画を、市

ホームページにも掲載しましたので、市報にて広く市

民の皆様に周知し、コロナ禍での応急手当の普及啓発

に努めてまいります。 

 ＡＥＤの利用普及には、市民がＡＥＤを操作できる

こと、設置されている場所を知っていること、そして、

いつでも利用できる環境下にあることが必要になって

まいります。現状での公共施設や事業所にＡＥＤを配

置する第一の目的は、施設利用者やスタッフに心肺蘇

生をはじめとする救命活動が必要な事態に備えるため

です。そのため、施設管理者や利用者が、施設を利用

する時間帯等にＡＥＤを使用することを前提に、機器

を配置しています。 

 また、学校や地区公民館周辺にお住いの住民が、休

日、夜間でも施設のＡＥＤを利用し、救急蘇生に当た

ることは有効だと思われますが、救急車が到着するま

での間に、傷病者に対して切れ目なく救急蘇生にあた

れるよう、まずは、１人でも多くのバイスタンダー、

いわゆる救急の現場に居合わせ、応急手当のできる人

を育成することが重要です。 

 ＡＥＤの屋外設置ですが、寒冷地においては、電極

パッドのジェルの凍結や、バッテリーの出力低下の問

題があるため、温度管理のできる専用ケースに収納す

るなど、寒さ対策が必要となってまいります。このよ

うな維持管理の課題も含め、いつでも地域住民が使え

る環境づくりなど、近隣自治体の導入事例も研究しな

がら検討してまいります。 

 新型コロナ禍における市民相談についてお答えしま

す。 

 新型コロナウイルス感染症については、市民の皆さ

まの感染予防対策へのご協力により、これまでのとこ

ろ、市内での感染者は出ておりません。しかし、国内

においては、第３波とみられる感染拡大が続いており、

県内においても感染者が増加するなど、予断を許さな

い状況となっています。 

 本市における新型コロナに関する差別や偏見に対す

る相談については、これまで１件の相談があり、その

際は、相談内容を伺った上で、専門の相談機関におつ

なぎさせていただきました。 

 我々が立ち向かうべきは感染症であり、決して同じ

地域に住む住民ではありません。新型コロナウイルス

は誰もが感染する可能性があり、感染症患者を温かく



見守る社会を作っていかなければなりません。今後と

も、感染者をはじめ、医療従事者等の人権を守るため

のメッセージを発信してまいります。 

 次に、女性や子どもに対するＤＶ関連の相談につい

てですが、令和元年度に１件の相談がありましたが、

新型コロナによる外出自粛等との因果関係が認められ

るものではありませんでした。また、今年度は11月末

現在ですが相談はございません。 

 次に、市民がより相談しやすい環境を整えるべきと

のご提案ですが、新型コロナウイルス感染症の収束が

見通せない状況においては、今後も、さまざまな制約

から、ストレスを感じる市民の方も多いのではないか

と思います。 

 市では、ＤＶ相談を含め、子育てや生活相談など、

さまざまな相談に対応ができるよう、母子父子自立支

援員、家庭児童相談員、生活保護面接相談員を福祉課

に配置しております。また、社会福祉協議会では毎週

水曜日ふれあい相談所を開設し、行政相談、人権相談、

教育相談など、事例に応じた専門員や相談員を配置し

ています。どちらも電話での相談を随時受け付けてお

り、また、他の職員も、まずは相談内容をお聞きし、

専門的な対応につなげる体制となっております。 

 新型コロナ禍での市民相談についても、アクセスし

やすい周知に努めるとともに、それぞれの悩みごとに

応じた市の相談窓口を周知しながら、内容によっては、

専門的な相談機関を紹介するなど、気軽に相談できる

環境を整えてまいります。 

 なお、12月15日発行予定の市報おばなざわとともに、

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせチラシを

全戸配布する予定であり、各種相談問い合わせ先につ

いて周知する予定です。今後とも市民に分かりやすい

情報提供に努めてまいります。 

 災害時の防災食対策についてお答えします。 

 これまでの自主防災会の研修会におけるパッククッ

キングの紹介例や実施例については把握しておりませ

ん。パッククッキングによる調理方法は、水が不足し

がちな災害時において、水を節約できることや食器を

洗う必要がないことなど、さまざまなメリットが考え

られます。レシピについても、インターネット上にお

いて、多数紹介されているようです。 

 次に、小中学校での親子パッククッキング体験の提

案についてですが、小中学校においては、賞味期限が

近づいたアルファ米等の非常食を防災に関する授業の

一環として活用していただいております。 

 近年、重大な災害が頻発していることもあり、今年

度、小学校の社会科副読本で、新たに自然災害につい

て取り上げることとなりました。その中には、家庭で

備えている物や、学校で備えている物についても記載

されています。パッククッキングについては、災害時

の生活を支える大切な視点でもありますので、地域の

自主防災会による防災研修会等で紹介し、小中学生に

も参加してもらいながら、親子で学んでいただけるよ

う呼びかけてまいります。 

 次に、備蓄食材を活用したパッククッキングのレシ

ピの普及についてですが、食生活改善推進員の事業と

して、東日本大震災以降、年１ないしは２回、災害時

パッククッキングの研修を行い、各地区の住民へ伝達

講習会を実施しております。また、健康出前講座とし

て、牛房野地区や荒町地区で開催した実績があります。 

 パッククッキングの普及については、先にお答えい

たしましたように、現在、各自主防災会に対して、防

災出前講座の開催を要請しており、今後、自主防災会

長と講座内容について話し合いながら進めていく予定

です。自主防災組織の強化を図っていく中で、パック

クッキングが災害時の食事の確保のための有効な手段

であることを紹介しながら、普及に努めてまいります。 

 次に、食品ロス対策についてのご質問にお答えしま

す。 

 まず、１つ目の食品ロスに対する取り組みですが、

昨年度、小関議員よりご提案をいただき、３月15日号

の市報にて、食品ロスの現状、わたしたちが食品ロス

を減らすためにできること、宴会時での3010運動など

を周知したところです。 

 その後、新型コロナウイルス感染症が全国的に拡大

し、本市における飲食店も大きな打撃を受け、食品ロ

ス発生の元となる宴会等がほとんど開催されない状況

となっております。ついては、新型コロナウイルス感

染症の収束の状況を見ながら、飲食店に対して食品ロ

ス削減の取り組みのお願いをしてまいります。 

 また、市民の皆様へは、市報などを通じて食品ロス

を減らすための事例を紹介するなど周知してまいりま

す。 

 次に、フードバンク、フードドライブについてです

が、本市においては、市社会福祉協議会が平成28年よ

り山形市にある「やまがた福わたし」と連携したフー

ドバンクの取り組みを行っています。企業や個人から、

米や缶詰、レトルト食品、調味料、お菓子、ジュース

などの提供を受け、生活に困窮されている方などに、

１ヵ月分程度の食材を提供するものです。市社協によ

ると年間５、６件程度の申し込みがあり、多くの場合



移動手段がないことから、職員が山形まで取りに行き

橋渡しを行っています。また、過去に米の提供を受け、

「やまがた福わたし」に届けたこともあります。本市

社協のほかにも、山形市、天童市、東根市、長井市の

社会福祉協議会が実施しているようです。 

 本市独自の取り組みについては、食べ物であること

から、食品管理が大変なこと、需要と供給のバランス

から、ある程度の広域でないと運営は難しいことから、

当面は現在の取り組み方法を継続していきたいと考え

ております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 小関議員。 

◎10番（小 関 英 子 議員） 

 多岐にわたる質問に答弁いただきました。順次自席

から再質問させていただきたいと思います。 

 先ほど、市長から耐震不足の空き校舎についての計

画ということで、令和元年から令和７年度までという

ことで、予定どおり行っていくっていうことがありま

した。特に文化体育施設研修棟の解体を、令和７年度

までという答弁がありましたが、文化体育施設の解体、

あと５年後ということになりますけど、解体を７年度

までに行うということですので、文化体育施設研修棟

の解体は、いつの予定になっているでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 総合政策課長。 

◎総合政策課長（加 賀 孝 一 君） 

 今ご質問ありました件でありますけれども、平成30

年の11月に、尾花沢市空き公共施設解体計画というも

のを皆様のほうにお示してございます。その中で、耐

震基準を満たさない小学校、それから文化体育施設の

研修棟も含めた形で、令和７年度までに解体のほうを

計画したいということで、お示しをさせていただいて

おります。ただ、先ほど市長の答弁にもございました

けれども、今年度の７月に豪雨災害がありまして、そ

の際、多くの市町村、それから多くの企業の方から、

水とか、さまざまなものを頂戴したところであります

が、その際ですね、その置く場所、受け入れする場所、

それから受け入れをして各施設に配布するための場所

と言いますか、それがなくて、非常に苦労したという

ことがございます。そうしたことを考えれば、確かに

令和７年度までに解体していくという状況であります

が、財政が許せばですね、早い段階で、公用車の車庫

と合わせた形の防災倉庫のほうを計画できればと思っ

ています。あくまでも財政が許せばということでござ

いますので、ご理解いただければと思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 小関議員。 

◎10番（小 関 英 子 議員） 

 本当に、財政というのは１番大きい、気になってく

るところではありますが、やはり今回の豪雨を受けて

の対策ということもありますが、やはり文化体育施設

の研修棟ですけれども、やはり文化体育施設に隣接し

ている状況でありますので、文化体育施設サルナート

自体も、やっぱりいざという時の避難所になるわけで

すし、あと研修棟自体も、市役所からそんなに離れて

いる距離ではないので、以前お聞きした記憶があるん

ですけれど、サルナートからの落雪を考えた時に、や

はりあそこを更地にしてしまうと、そのまま雪の害も

出るということで、やはりあれは必要なんだっていう

ことも以前ちょっと聞いた記憶がありますので、研修

棟のほうを解体した際には、そこにしっかりと車庫、

そしてこの備蓄庫の併設ができればなと思っていると

ころであります。そしてまた車庫ですけれども、今現

在35台が屋外駐車の状態であると、全て車庫にという

ことはいかないと思いますが、やはり公用車は市の財

産でありますので、しっかりと耐久性を考えた時には、

長寿命化という言葉がありましたけれども、本当に考

えた時には、やはり優先順位はあると思いますが、財

政との相談とありますが、ぜひ対応していただければ、

いざという時の災害時に、市民の安全を守るためにも、

また近隣からの援助を受けた時にも、スムーズに支援

品を受けて、また市民の方のほうにも、しっかりと渡

していけるのではないかなと思いますので、ぜひ、大

変な状況だと思いますが、善処していただけるように

お願いしたいと思います。 

 次に、ＡＥＤの屋外設置についてお伺いいたします。 

 現在休日でも夜間でも開所している11施設に１台ず

つ設置されているとありますが、公共施設においては、

38ヵ所に設置しておりますが、やっぱり開館時間しか

使用できないっていうことがありますので、やはりい

ざという時に使えるようにしていく必要があると思わ

れますので、それを今回この質問をするに当たって、

村山市と、あと東根の高崎小学校のほうにちょっと行

く機会があった時に、高崎小学校のほうでは、体育館

の外の玄関の外のほうに設置されていました。また村

山市のほうでは、各地区の市民センターの外壁に設置

するような形でありましたので、やはりいざという時

に使える、必要な時に使えるというのが大事だと思い

ますので、寒冷地ということがありましたが、近隣の



村山市でも、尾花沢とはさほど変わらない気候の中で、

設置していただいているので、ぜひ進めていただきた

いと思いますけれども、どのように今後進めていくか、

具体的には考えているでしょうか。お伺いいたしたい

と思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（鈴 木   浩 君） 

 お答えいたします。先ほど市長の答弁の中で、夜間、

休日でも使える、開所している事業所などに、11施設

配置しているというふうなことでございますけれども、

これはあくまで屋内に配置なっていて、その施設が24

時間開いているというふうなことでございまして、主

に老人福祉施設とかですね、旅館とか、そういったも

のがカウントされているところでございます。 

 ご質問の屋外への設置でございますが、先ほど市長

の答弁にもありましたとおり、寒さ対策、いわゆる温

度管理ですね、これが問題になってくるようです。寒

さ対策もですし、あまり高温になっても支障が出ると

いうふうなお話ございますので、こういった温度管理

をするには、収納ボックスというものを利用しまして、

ヒーターの設置とかですね、あとは温度を下げるファ

ンの設置、そういったものが必要になってくるという

ふうなことでございます。そういった観点からします

と、収納ボックスの設置費用、あるいは電気を使いま

すので、電気の工事、配線の費用、そういったものも

考えなければならないというふうな状況かと思います。

しかしながらやはり、24時間使えると、いつでも使え

るというふうなことは、非常に大切な課題でございま

すので、今後段階的に、そういったＡＥＤを増やして

いくことを検討していく必要があるのではないかなと

思っております。 

 ご紹介のありました、村山市、東根市の取り組みな

ども、今後さらに詳しくお話を聞いて、必要に応じて

は現地のほうも見させていただきながら、調査研究を

させていただければというふうに思っているところで

す。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 小関議員。 

◎10番（小 関 英 子 議員） 

 やはり今、課長からもあったように、現地を見てい

ただいてということもあり、力強い答弁もありました

ので、やはり実際、近隣の市で行っているので、尾花

沢市でも今後やっていけるのではないかなと思います

ので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 次にＡＥＤの講習会の実態ということで今お伺いし

ましたが、やはり例年ですと、やっぱり昨年は819名、

そして今回が43名ということで、20分の１ということ

で、まして今回のコロナ禍の中で、やっぱりこういう

43名の方がまず受けられたっていうことも、大変大事

なことなのではないかなって思います。やはり昨年は

３時間普通救命講習会を19回開催されているというこ

とで、またその他の講習も17回ということで、やはり

回数もですけれど、やはりこういう講習会、３時間講

習会は３年に一遍ということをお聞きしたことがあり

ますが、やはり１時間とか、また細やかな講習という

のは、やはり必要かなって思うところです。私自身も、

なるべく３時間講習は３年に一遍受けさせていただい

てて、あと１時間講習も何とか１年に一遍は受けさせ

ていただいている状況なので、やはりいざという時に

使えるための講習は必要だと思いますので、やはりコ

ロナ禍ということで、大変厳しい状況であるというこ

とで、やはり今回一般市民に向けて配信しているとい

うことで、市のホームページにも掲載しましたってい

うことがありますので、そうやってしっかりと市民の

方にも、コロナ禍でもしっかりとＡＥＤを使えるよう

な状況を発信していくことが大事だと思いますので、

やはり市報もですけれど、しっかりと皆さんの手元に

届くようにということでしていただきたいなと思いま

す。実際ＡＥＤを使う中で、ある事例があったと思う

んですけれど、やはり呼吸を見た時に、しているよう

だ、どうだろうかと分からない時には、やっぱりすぐ

ＡＥＤを使う。ＡＥＤというのは、パットを装着すれ

ば、機械がしっかりと反応してくれるので、やはり心

肺蘇生もしながら、ＡＥＤを使っていくというのは、

命を守ることになると思いますので、そういう時のた

めにやはり、すぐに使えるような、迷った時にはＡＥ

Ｄを使うというふうに、指針も変わってきたっていう

ことをお聞きしておりますので、そうやって３年に一

遍ずつ見直しがされているってことを聞いております

ので、そういう形で、情報発信もしていただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 消防署長。 

◎消防署長（折 原 幸 二 君） 

 小関議員にお答えいたします。ＡＥＤ講習会につい

ては、３時間講習ということで実施して、終了します

と修了証というのを発行します。その有効期限が３年

ということです。その３時間普通救命講習以外の講習

については、１時間等さまざまありますけれども、そ



れについては修了証を発行しないということで、もち

ろん有効期限もないということですので、３時間講習、

１時間講習に限らず、こういった救命に関して、救命

講習を受けていただくことは、命を救うという意味で、

救命のために重要なことだと思いますので、今後にお

いても、さまざまな機会を得て、救命講習会、現在は

コロナ禍ということで、なかなか実施できないんです

けれども、コロナの状況を見て少しずつ再開して、１

人でも多くの方に救命講習を実施していただければな

と考えております。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 小関議員。 

◎10番（小 関 英 子 議員） 

 やはりコロナ禍ということで、やっぱりいろんな機

材とか、人形の機材を使いますし、やはりこうある程

度近くでということなので、たぶん厳しいことかとは

思いますけれど、まずホームページに掲載しましたと

いうことがありますので、これをしっかりと市民の方

に周知して、認識していただけるような周知をお願い

したいと思います。 

 次に新型コロナ禍で、市民相談対応ということでお

伺いいたします。 

 やはり件数的には多くはないということは、大変良

いことなのかもしれませんが、逆を返せば、なかなか

声に出せないところもあるのかなって思いますので、

本当にこう声を出していただけるような環境作りを進

めていっていただきたいなと思います。 

 実は10月３日に米沢で行われた、置賜の女性たちコ

ロナ時代をどう生きるというフォーラムがありまして、

ちょっと参加させていただいたんですけれど、やはり

この置賜地域の女性たちが、つながりを強くし互いに

助け合いながら、男女共同参画社会を目指していくと

いう目的でされたんでしたけれども、その中で、講演

として、米沢市そして山形県男女共同参画センターチ

ェリアで、パープルリボングレースという女性のグル

ープがありまして、その方からの情報で今回フォーラ

ムに参加させていただきましたが、このコロナ禍で、

置賜地区になりますけれど、女性の声を、５名の方が

訪問して、また電話とかで情報を取りながら、しっか

りとこのコロナ禍で大変な状況だということをやっぱ

り拾い上げていたっていうことを、お伺いしました。

パープルリボンということで、今付けているんですけ

れども、やはりＤＶとか虐待を防いでいこうというこ

とで、またそういう女性たちもしっかりつながりなが

ら、頑張っていこうということで、大事なその声をど

うやって拾い上げていくかということで、やっぱり現

状を知った上で、やはり対応していくことが大事だと

いうことがありました。このコロナ禍について、今回

の12月15日の市報でとありますが、やはりしっかりと

声を拾い上げるというのが大事だと思いますので、具

体的にはどういう形でその情報を市民の方にお伝えし

ていく予定でしょうか。お伺いいたします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（鈴 木   浩 君） 

 お答えいたします。12月15日の市報と一緒の折込チ

ラシでございますけれども、これまでコロナ感染症に

関するお知らせということで、今回で第14号になるわ

けでございますけれども、このシリーズとなっており

ます速報の中で、このいじめ、偏見、差別問題に関す

る相談窓口につきましては、こういったところが窓口

になりますよというふうなことで、このチラシの中に

明示をして、まずお知らせをしてまいりたいというふ

うに考えておるところでございます。またこういった

内容を市のホームページ等々でもお知らせをしながら、

相談窓口については、市民の皆様方から知っていただ

ければというふうに考えておるところでございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 小関議員。 

◎10番（小 関 英 子 議員） 

 やはり市民の方に、しっかりと認識してもらうこと

が大事だと思います。そしてやっぱり声を出していた

だくということが大事になってくると思います。米沢

市のほうでは、相談直通ダイヤルがあるということを

お伺いしましたが、尾花沢ではそういうお考えはあり

ませんでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（菅 原 幸 雄 君） 

 お答えいたします。小関議員からのこのご質問を受

けて、ちょっと米沢市の状況、ホームページ等でちょ

っと調べてみました。６名の相談員、これについては

婦人相談、ＤＶ相談、児童虐待、家庭児童、ひとり親

等々の相談員さん６名が１つの島を作って、そこに専

用回線を入れているというような状況のようです。私

どものほうで、その専用回線は作っておりませんけれ

ども、もちろん電話でのご相談も受け付けております。

何よりその声を出していただくということがやはり大

事、相談につなげることの第１歩かと考えております。 

 先ほど総務課長からもありましたように、チラシを



配布することで、まずそのアナウンスをしていきたい

なと思います。あと特に、なかなか声に出せないとい

う状況があろうかと思います。ですので、民生委員さ

んなり、ご近所の方なり、あるいは保育園だったり、

学校だったりというふうなことで、関係する機関の周

りの目がそういったことの発見につながるのかなと思

います。そういったことは福祉もしかり、関係機関に

伝わるような体制になっておりますので、ぜひそうい

った声は、アンテナを高くしていきたいなと思ってお

ります。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 小関議員。 

◎10番（小 関 英 子 議員） 

 やはり声が出しやすいように、声がそして聞き取れ

るように、小さな声も拾えるようにということで、や

はりいろんな課とか関係者の方が、しっかり日々連携

を取りながら、小さいことに気づけるような体制が大

事だと思いますので、大変だと思いますけれど、対応

のほうよろしくお願いしたいと思います。 

 次に、災害時の防災食対策についてお伺いいたしま

す。 

 やはり今答弁にもありましたが、インターネットで

いろんな配信されている、いろんなことが配信されて

いるってことがありますけれど、やはり実際は、見る

とやるとでは違いますので、やはり実際やってみるこ

とが大事なのかなって思います。以前市の防災訓練の

ほうでも、当時は婦人防火協力会が中心となって、お

米と水を入れて、湯煎をして皆さんに配らせていただ

いたっていうこともあります。それもしっかりとした

パッククッキングの一例であります。今はアルファ化

米にお湯を入れておにぎりにしたり、またパックのま

ま、そのまま食器として使えるアルファ化米があるの

で、それで市の防災訓練でも使われていることだと思

います。そういう中で、便利になっている部分がある

と思いますが、いざとなった時に、あるもので対応し

ていくっていう体験も、大事なのではないかなと思い

ます。今回のように断水になった時に、実際どうやっ

ていくかということもあると思います。やはりインタ

ーネットには載っているっていうこともありますが、

村山市の商工会女性部のほうで、災害時に役立つアイ

ラップ使用の炊き出し料理法っていうことで載ってい

たのちょっと見つけたんですけれど、やはりこう材料

等書かれていて何分湯煎すればいいかっていうのも書

かれているので、やっぱりこういう目に見える、やっ

ぱりこう何か媒体がないと見れないというのではなく、

やはりこういうペーパーのものも、いざとなった時は

大事なのではないかなってちょっと思ったところであ

ります。やはりあとこのパッククッキングについて、

食生活改善委員のほうの事業としてもやられていると

いうことでお伺いしました。あと宮沢のおきな茶屋で

したか、そちらのほうでも、ちょっと防災食っていう

感じではないのかもしれませんが、やはり食材と調味

料を入れて、湯煎で少ない量を調理するということで

のパッククッキングを以前見せていただいたことがあ

るので、やはり実際体験するということが大事かなと

思いますので、答弁のほうには、地域の自主防災会に、

防災研修に紹介して、小学生、中学生にも参加しても

らいながらということがありますけれど、ぜひ小学校

とか中学校で実際する、できることがあればいいのか

なと思いますが、いかがでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（髙 橋 和 哉 君） 

 ちょうどなんですけれども、昨日実は玉野小学校で

授業研究会させていただいたら、災害についての勉強

でした。３日間家族が暮らしていくために、どれだけ

の水を準備すればいいだろうかというふうなことを考

える授業でした。災害に備えてなんですけれども、先

ほど市長の答弁でもありましたが、災害の学習につい

ては、副読本に取り上げられるというふうなこともあ

って、注視されております。昨日も実は皆で考えた時

に、災害の学習については、学習については学校で学

ぶんですけれども、実際に使うというのが最も大事で

あろうというふうなところが話に出ました。先ほども

ありましたＡＥＤ、ものがあっても使えなかったら意

味がありません。パッククッキングについても知識は

あっても、準備するにあたって今必要なことって何だ

ろうなというものを考えた時に、実際に使うにあたっ

て、誰が、何を、どこに準備して、使える状態にして

あるか、それを日常的に行っておかなければいけない

んではないかなというふうに思います。そうした場合

に、学校では内容的な学びはありますけれども、実際

に一緒に行うであろう人、現実には地域になるんでは

ないかなと思います。地域の人々がものを準備し、そ

してものを保管し、そして実際に活用法についてみん

なで学び合うというふうなことから考えると、地域で

実際に学び合うような場を作っていくというのが、よ

り実践的ではないかなというふうなことを考えます。

学校でのその理論的な学習については、進めていきま

すけれども、そういうふうなことで、地域での体制も



ぜひ作っていただければ、ありがたいなというふうに

思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 小関議員。 

◎10番（小 関 英 子 議員） 

 大変リアルタイムで、こうやって対応されていると

いうことには、大変ありがたいなと思います。やっぱ

り、今ありましたように、副読本ということで、やは

りいざという時、必要だということで、今回こういう

形で取り上げられたのかなと思いますので、やはり見

ると、やるとでは、聞くと、やるとでは違うと思いま

すので、しっかりそれを実践できるような形で、まず

は見てみないと分からないと思いますので、まずはや

ることは小学校、中学校でやることはないという答弁

でしたけれども、やはりやってるところを見ていただ

く、机上の本だけの上ではなく、やはり実際、協力で

きる、協力していただける方に来ていただいて、実際

こういうふうにやる、やっぱりお湯を沸かすわけです

ので、やっぱりそういう状況と、あと実際、自分たち

が、仮にですけど、子どもたちが、その材料を自分で

袋に入れて、そして湯鍋にするのは大人の人からして

もらって、実施それを食べられるようなことがあれば、

もっとこう具体的にできるのかなとちょっと思うとこ

ろなんですけれど、いかがでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（鈴 木   浩 君） 

 お答えいたします。地域の自主防災会を中心に、パ

ッククッキングのほうも普及していきたいというふう

なことですけれど、市長の答弁の中にもあったわけで

ございますけれども、今後ですね、自主防災会の防災

出前講座を予定してございます。12月に入ってから、

これまで１地区開催しておりまして、今後予定入って

いるのが２地区ございます。先般、出前講座を開催し

た地区におきましては、まず、このパッククッキング

のレシピをですね配布させていただきまして、話だけ

にまだ留まったんですけれども、ある大学の管理栄養

学科のほうで作っているレシピ集というものを配布さ

せていただきました。そういったことで、出前講座の

内容について、今後自主防災会の会長さんと、どうい

ったところまでするのかというふうな相談をしながら

進めていく予定でございます。その中で、パッククッ

キングの紹介だけするのか、あるいは実際作ってやっ

てみるのか、それも含めて相談しながら、出前講座の

中で、地域の中への普及を進めていきたいなというふ

うに考えておるところでございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 小関議員。 

◎10番（小 関 英 子 議員） 

 やはり説明だけと、実際こうレシピを出して、こう

いうのですって言葉で言うだけのと、やはり実際やっ

てみないと分からないところがあると思いますので、

どうぞぜひ自主防災会の会長と相談をしながらだとい

うことがありましたけれども、ぜひ実践できるような

形で、やっていただければなと思います。やはり市の

ほうでも、しっかりと大事なことだってことを認識し

ていただいていることが、やっぱり大事だと思います

ので、それを市民にしっかりと認識していただいて、

今後対応していただければなと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 次に、最後に食品ロスの対策についてお伺いします。 

 答弁の中で、３月15日号の市報で食品ロスの現状、

私たちの食品ロスを減らすためにできること、そして

3010運動を周知していただいたことは、大変にありが

たいことだと思います。それで今回、月に一遍の冷蔵

庫の点検、また年に１度の防災備品の点検ということ

も、やっぱり１つの運動になるのかなと思いますので、

ぜひそちらのほうもお願いしたいと思います。 

 あとフードバンク、フードドライブについてですけ

れど、やはり市単独では厳しいということで、平成28

年から、山形市にある「やまがた福わたし」というと

ころに連携して、フードバンクの取り組みをされてい

るってこともお伺いしております。その中で、やはり

食品とか、食品に限らず、いろんな生活物資も提供し

ていただける、提供していくというのが、フードバン

クですけれど、フードドライブとなってくると、持っ

ていくだけではなく、やはりこう大変で困っていると

いう声の人に対しても、「やまがた福わたし」のほう

から直接、困窮している方にお渡ししているっていう

状況もお聞きしておりますので、そういうまず大変だ

っていう声もやはり、今のところはないっていう話は

伺っておりますけれども、提供するだけではなく、提

供していただけるんだという、そういうこともあると

いうことも市報の中で、しっかりと周知されているの

か、お伺いしたいと思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（菅 原 幸 雄 君） 

 お答えいたします。ご紹介したこの「やまがた福わ

たし」フードバンク山形中央の活動でありますけれど



も、この設立とほぼ同時に、市では社会福祉協議会が

その窓口になっているといふうなことで、先ほどの市

長の答弁にもありましたように、年間５、６件ほどの、

食の支援を必要としている方に提供していると、こう

いうふうなことです。積極的なこういう制度があるよ

というふうなことで、積極的なそのＰＲというよりも、

例えば実際には生活困窮者とか、そういう相談を受け

られた方に当面のその食の支援というふうなことで利

用させていただいているというふうな状況です。その

１ヵ月程度の例えばレトルトですとか、米とかという

ことも、毎回ではなくて、やはりそれなりにその状況

を見ながら、お渡ししているような状況で、その続き

の、その生活相談のところにも結び付けているといっ

たようなことであります。 

 今後のその、福わたしについてのこの制度の周知に

ついては、社協ともちょっと相談しながら、どのよう

な形がいいのか、検討してまいりたいと思います。以

上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 小関議員。 

◎10番（小 関 英 子 議員） 

 やはり声にできない声、また大変なところにやっぱ

り手を伸ばしていくということが大事だと思いますの

で、これからの対応をよろしくお願いいたします。以

上で私の一般質問を終わらせていただきます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 以上で、小関英子議員の質問を打ち切ります。 

 本日はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。

大変ご苦労様でございました。 

 

            散 会  午後４時05分  


